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熊本県議会 建設常任委員会会議記録第 ２ 回

平成19年６月19日（火曜日）

午前10時３分開議

午後０時28分閉会

本日の会議に付した事件

平成１９年度主要事業説明等

議案第１号 平成19年度熊本県一般会計補

正予算（第１号）

議案第13号 専決処分の報告及び承認につ

いて

議案第14号 専決処分の報告及び承認につ

いて

報告第１号 平成18年度熊本県一般会計繰

越明許費繰越計算書の報告についてのう

ち

報告第２号 平成18年度港湾整備事業特別

会計繰越明許費繰越計算書の報告につい

て

報告第３号 平成18年度熊本県用地先行取

得事業特別会計繰越明許費繰越計算書の

報告について

報告第４号 平成18年度熊本県流域下水道

事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報

告について

閉会中の継続審査事件（所管事務調査）に

ついて

報告事項

① 土木部における平成18年度の行財政改

革の取り組みについて

② 熊本県中小企業振興基本条例への取組

みについて

③ 熊本県公共調達改革基本方針の概要

④ 球磨川水系河川整備方針について

⑤ 水俣湾環境対策基本方針に基づく水俣

湾の水質、底質、周辺地下水及び魚類の

水銀調査結果並びに水俣湾埋立地の点

検・調査結果（平成18年度）

⑥ 大規模集客施設の立地規制と広域調整

について

⑦ 景観条例の改正（案）及び景観計画

（案）について（概要）

出席委員（８人）

委 員 長 井 手 順 雄

副委員長 溝 口 幸 治

委 員 山 本 秀 久

委 員 児 玉 文 雄

委 員 渡 辺 利 男

委 員 岩 中 伸 司

委 員 堤 泰 宏

委 員 森 浩 二

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

土木部

部 長 渡 邊 俊 二

次 長 中 村 寧

次 長 冨 田 耕 司

次 長 青 木 徹

土木技術管理室長 田 口 覺

新幹線都市整備総室長 長 野 潤 一

監理課長 鷹 尾 雄 二

用地対策課長 清 田 隆 範

道路整備課長 戸 塚 誠 司

道路保全課長 宮 本 英 一

首席土木審議員

兼河川課長 松 永 卓

港湾課長 生 喜 丈 雄

首席土木審議員

兼都市計画課長 山 本 幸

下水環境課長 首 藤 朝 幸

建築課長 岩 下 修 一

営繕専門監 加 納 義 之
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住宅課長 吉 川 泰 久

砂防課長 西 山 隆 司

事務局職員出席者

議事課課長補佐 坂 本 道 信

政務調査課課長補佐 野 白 三 郎

午前10時３分開議

○井手順雄委員長 それでは、ただいまから

第２回建設常任委員会を開会します。

まず、本日の委員会に１名の傍聴の申し出

があっておりますので、これを認めることと

いたします。

次に、執行部、幹部職員の紹介につきまし

ては、委員会資料平成19年度主要事業及び新

規事業説明資料の中にあります職員名簿によ

り紹介にかえさせていただきます。１年間、

このメンバーで行いますので、よろしくお願

いいたします。

それでは、主要事業の説明及び本委員会に

付託されました議案等の審査を行います。

まず、執行部に主要事業及び付託議案等の

説明をお願いいたします。質疑は説明終了後

一括して受けたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

（ はい」と呼ぶ者あり)「

○井手順雄委員長 それではまず、渡邊土木

部長に総括説明をお願いします。

○渡邊土木部長 おはようございます。

今回の定例県議会に提出しております議案

の説明に先立ちまして、最近における土木部

行政の動向などについて御報告を申し上げま

す。

九州新幹線鹿児島ルートにつきましては、

工事が順調に進められておりまして、熊本県

内では、玉名トンネルなど既に９本が貫通す

るとともに、宇土市以南や玉東町周辺では高

架橋が姿をあらわして、路盤工事は約６割の

進捗状況となっております。

こうした中、鉄道・運輸機構では、新幹線

の熊本駅や新玉名駅について、県民意見など

を踏まえた駅舎デザインが公表され、今後実

施設計が進められてまいります。

県といたしましては、平成22年度末の九州

新幹線鹿児島ルートの全線完成を目指し、で

きる限りの支援を行うとともに、熊本の玄関

口である熊本駅周辺の街路整備や連続立体交

差事業等の整備について、引き続き全力で取

り組んでまいります。

八代港の既設岸壁、これは最大水深が12メ

ートルであるため、３万トン級までの船舶し

か対応できず、３万トンを超える船舶につき

ましては、喫水調整や潮待ちをして入港して

いる状況にあります。

このため、輸送コストの削減や利便性向上

の面から、船舶の大型化に対応した水深14メ

ートル岸壁等の整備について、平成17年の港

湾計画に位置づけたところでございます。

水深14メートル岸壁等の整備につきまして

、 、は 国の関係部局への要望活動を行った結果

国の直轄事業により、本年度からの新規事業

として採択されました。

今後は、事業が円滑に進むよう国と連携し

ながら、早期完成に向け取り組んでまいりま

す。

山鹿市では、八千代座を中心とした豊前街

道沿道を都市景観形成地区として指定して、

地域住民と連携して町並み保存、形成に取り

組んでこられましたが、その取り組みが認め

られまして、去る６月１日に、国土交通省の

平成19年度都市景観大賞、これは美しいまち

なみ大賞、これを受賞されました。

県といたしましても、今後も地域の皆様と

ともに、すぐれた景観の形成に引き続き取り

組んでまいりたいと考えております。

山鹿市と菊池市にまたがる国指定史跡鞠智

城跡は、歴史的価値が極めて高く、国営公園

化するよう国に強く要望しております。

平成19年２月から３月にかけまして、県及
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び山鹿市、菊池市それぞれにおいて国営鞠智

城歴史公園設置促進期成会が相次いで発足

し、本年４月19日には国土交通省九州地方整

備局に、また、５月15日には国土交通省など

へ要望活動を行ったところです。

また、今年度は、国営公園化採択に向けた

基本構想の策定を進めるとともに、テレビや

広報誌等によるＰＲ、講演会やシンポジウム

など、知名度向上のために全庁を挙げた取り

組みを行うこととしております。

全国知事会の公共調達改革に関する指針を

受けた入札制度改革につきましては、条件つ

き一般競争入札を本年７月から4,000万円以

上の工事へ拡大し、その後は、拡大に伴う課

題等を検証しながら、全国知事会の指針に沿

って取り組んでまいることとしております。

また、入札参加資格の設定において、県内

業者で施工が可能なものは県内業者に限ると

ともに、公正な競争が確保できる範囲で、工

事の種類に応じ地域要件を設定するなど、地

域産業の育成に配慮してまいることとしてお

ります。

それでは、今定例県議会に提案しておりま

す土木部関係の議案の概要について御説明い

たします。

今定例県議会に提案しております議案は、

予算関係議案が１件、専決処分の報告及び承

認関係議案が２件、報告関係４件でございま

す。

初めに、補正予算について御説明します。

今回の６月補正予算は、国土交通省からの

受託工事に伴う補正でございまして、5,565

万円の増額補正をお願いしております。

また、繰越明許費繰越計算書４件について

報告させていただきます。

専決処分の報告及び承認関係議案につきま

しては、道路及び公園内の管理瑕疵に係る専

決処分の報告及び承認について、２件の御審

議をお願いしております。

その他報告事項としまして、土木部におけ

る平成18年度の行財政改革の取り組みについ

て、熊本県中小企業振興基本条例への取り組

みについて、熊本県公共調達改革基本方針の

概要について、球磨川水系河川整備基本方針

について、平成18年度の水俣湾環境対策基本

方針に基づく水俣湾の水質、底質、周辺地下

水及び魚類の水銀調査結果並びに水俣湾埋立

地の点検・調査結果について、大規模集客施

設の立地規制と広域調整について、景観条例

の改正(案)及び景観計画(案)についての概

要、合計で７件について御報告させていただ

きます。

以上、議案の概要等を総括的に御説明申し

上げましたが、詳細につきましては関係課長

が説明しますので、御審議のほどよろしくお

願いいたします。

また、今後とも各事業の推進に積極的に取

り組んでまいりますので、委員各位の御支援

と御協力をよろしくお願いいたします。

○井手順雄委員長 引き続き、主要事業につ

いて各課長から順次説明をお願いします。座

ってお願いします。

○鷹尾監理課長 おはようございます。監理

課でございます。

本日、説明資料といたしまして、平成19年

、 、度主要事業及び新規事業説明資料 それから

建設常任委員会説明資料の２冊の資料のほ

か、その他報告事項といたしまして７冊の資

料を御準備いたしております。

まず、平成19年度主要事業及び新規事業説

明資料により御説明を申し上げます。資料を

お開きくださいませ。

まず、１ページから８ページまででござい

ますが、本年度土木部役付職員名簿でござい

ます。

、 。続きまして ９ページをお願いいたします

土木部の組織図でございます。

本庁は、13の課と室、それから59の係で組
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織をいたしております。土木部関係職員数と

いたしまして、右下の表の方をごらんいただ

きたいと思いますが、合計で1,005名となっ

ておるところでございます。

10ページにつきましては、熊本土木事務所

を含めました振興局土木部の組織図でござい

ます。

それでは、11ページをお願いいたします。

平成19年度予算資料でございます。

土木部の本年度予算総額でございますが、

最上段右端の方の合計欄をごらんいただきた

いと思いますが、記載のとおり、1,258億8,8

20万9,000円で、対前年度比98.3％となって

おるところでございます。

内訳につきましては、左端の方から、一般

会計の普通建設事業のうち、補助事業が367

億6,410万8,000円、単県事業が503億9,673万

円、直轄事業が125億6,905万7,000円となっ

ております。

次に、災害復旧事業でございますが、補助

事業は18億3,200万円、直轄事業は、前年同

額でございますが、8,000万円となっており

ます。

それに、消費的経費でございますが、126

億5,349万6,000円となっており、一般会計の

合計は1,142億9,539万1,000円で、対前年度

比99.4％となっておるところでございます。

特別会計でございますが、港湾整備事業特

別会計、臨海工業用地造成事業特別会計、用

地先行取得事業特別会計、流域下水道事業特

別会計の４特別会計の合計でございますが、

投資的経費が37億4,022万5,000円、消費的経

費が78億5,259万3,000円で、特別会計の合計

といたしましては115億9,281万8,000円で、

対前年度比89.3％となっております。

下の表につきましては、各課別の内訳を記

載したものでございます。

それでは、12ページをお願いいたします。

一般会計及び特別会計ごとに、各課別の本

年度予算額、前年度予算額、比較増減表及び

右側の方に本年度予算額の財源内訳を記載い

たしております。

表の最下段の土木部の合計の欄でございま

すが、財源内訳といたしまして、国庫支出金

が295億6,800万6,000円、地方債が581億6,90

0万円、その他が186億8,425万9,000円、一般

財源が194億6,694万4,000円となっておると

ころでございます。

以上が土木部全体の予算の状況でございま

す。

引き続き、監理課が所管をいたしておりま

す主要事業及び新規事業について御説明を申

し上げます。14ページをお開きください。

まず、１段目のＣＡＬＳ／ＥＣ事業でござ

いますが、予算額は１億9,271万7,000円でご

ざいます。

、 、 、 、この事業は 公共事業の調査 設計 入札

施工及び維持管理におきます図面ですとか、

書類、各種情報を電子化いたしまして、発注

者、受注者等が効率的な情報交換や共有、連

携、これができる環境を創出するものでござ

います。

この中で 監理課の所管といたしまして(1)、

の電子入札システムを所管しておりますが、

これにつきましては平成17年10月から一部運

用を開始いたしておりまして、平成20年から

本格運用を行うことといたしております (2)。

から(4)につきましては、土木技術管理室所

管事項でございますので、後ほど御説明いた

します。

次に、２段目の建設産業再生支援事業費で

ございますが、予算額は933万1,000円でござ

います。

、 、県では 建設投資の減少などによりまして

建設産業の経営環境が大変厳しい状況にある

ということを踏まえまして、平成16年３月に

建設産業振興プランを策定いたしましたが、

これに基づきまして建設産業再生支援事業に

取り組んでいるところでございます。

中身につきましては、(1)建設事業者経営
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相談事業費 (2)建設産業再生支援事業費 (3)、 、

新分野等進出モデル事業費、(4)下請発注実

態調査事業費、(5)営業所等立入調査事業費

の５本で構成をいたしておりまして、記載の

予算額で事業を推進しているところでござい

ます。

監理課は以上でございます。

○田口土木技術管理室長 土木技術管理室で

ございます。

ＣＡＬＳ／ＥＣ事業の右の事業概要の欄で

ございます。(2)、(3)、(4)について所管を

いたしております。

まず、(2)でございます。工事進行管理シ

ステムの運用費用としまして、予算額3,814

万6,000円を計上いたしております。

それから、(3)でございます。電子納品・

保管管理に、予算額7,452万9,000円を計上し

ております。

これは電子納品されましたデータを利活用

する電子納品・保管管理システムと工事施工

中の進捗管理等の情報を受発注者で共有いた

します情報交換システムの両システムの詳細

設計の委託費でございます。

(4)でございますが、熊本県ＣＡＬＳ／Ｅ

Ｃ推進協議会の運営費として、予算額32万4,

000円を計上いたしております。

それから、最下段の土木技術調査開発事業

の予算額151万7,000円でございますが、これ

は、県内の民間等で開発されました新技術、

新工法を積極的に活用することによりまし

て、県外企業に対抗できる技術力の高い県内

企業を育成しまして、県内の産学の元気づく

りを推進するものでございます。

以上でございます。

○戸塚道路整備課長 道路整備課から主要事

業の御説明をいたします。資料15ページをお

願いいたします。

道路改築事業、この事業は、現道の拡幅や

線形改良またはバイパス等の建設を行うもの

でございまして、予算としましては95億2,00

0万円でございます。国道62億2,000万円、地

方道33億円ということでございます。

続きまして、特殊改良事業、13億4,000万

円でございます。

この事業は、国道を対象とする事業でござ

いまして、局部的に交通の障害となっている

区間の改良及び旧道の維持、移管推進のため

の改良事業を行うものでございます。

次の道路計画調査でございます。

これは、地域高規格道路の調査を行うもの

で、国庫補助事業でございます。

続きまして、単県道路改築事業、42億4,14

5万2,000円ということで、国庫補助事業に採

択できなかったものや採択基準に満たない小

規模なもので、緊急に整備を要します道路及

び橋梁の整備を行うものでございます。

続きまして、緊急地方道路整備事業、45億

9,500万円でございます。

地方道路整備臨時交付金によりまして、地

域の課題に対応し、比較的小規模な道路や橋

梁の整備を行うものでございます。

16ページをお願いいたします。

熊本環状道路整備事業でございます。

地域高規格道路であります熊本環状道路を

整備し、補助事業とあわせまして事業促進し

ていく事業でございまして、砂原四方寄線に

3,000万円の予算を計上しております。

最後になりましたけれども、単県幹線道路

、 。整備特別事業 ４億2,000万円でございます

県内の主要幹線道路、下の方にあります熊

本天草幹線道路、熊本阿蘇幹線道路、南関イ

ンター荒尾・長洲幹線道路、この３路線の整

備を行うための事業でございます。

以上が道路整備課の主要事業でございま

す。

○宮本道路保全課長 資料の17ページをお願

いします。
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まず、災害防除事業でございますが、31億

2,300万円の予算を計上しております。

道路防災総点検で、防災対策が必要な2,04

7カ所のうち、昨年度までに459カ所、22.4％

、 、の対策を進めましたので 今年度も引き続き

国・県道合わせまして79カ所の対策を実施し

ます。

次に、歩道の整備、交差点の改良等で49億

7,400万円を予定しております。

歩行者や自転車等が安全で快適に利用でき

る歩道の整備と交通渋滞や事故多発地点の交

差点の改良を進めます。

電線共同溝の整備につきましては、災害に

強いライフラインの構築や道路空間の有効利

用の観点から、道路上の電線類を地中化する

事業でございまして、国道266号出仲間と熊

本玉名線上熊本で５億2,700万円を計上して

おります。

また、先ほどの歩道整備の欄の統合補助地

区36地区というのがございますが、この中に

熊本高森線の細工町と熊本田原坂線上熊本の

２地区が含まれておりまして、この分が３億

500万円ほど含まれておりますので、４路線

で合計８億3,200万円計上しております。

、 、次に 18ページの舗装補修でございますが

27億6,200万円を計上しております。

舗装のひび割れ、わだち掘れ等、機能が低

下した部分の補修を進めます。国道501号ほ

か39カ所、県道熊本高森線ほか70カ所で実施

してまいります。

橋梁補修につきましては、21億5,000万円

で、耐震対策や損傷、劣化等が進んだ橋梁の

補修を実施します。

ロード・クリーン・ボランティアにつきま

しては、ボランティア団体が行います道路の

清掃、除草、植栽等の美化活動を支援するも

のです。360万円余を計上しております。

以上でございます。

○松永河川課長 河川課でございます。資料

の19ページをお願いいたします。

19ページに、国庫補助事業の３事業を掲載

しております。

まず、河川事業で30億7,618万円を計上い

たしております。

事業の概要でございますが、(1)の広域基

幹河川改良費につきまして、これは、洪水や

高潮を防止するために、菊池川ほか３河川で

。 、河川改良を実施するものでございます 次に

(2)の都市河川改修費につきましては、天明

新川ほか４カ所で、それから(3)の都市基盤

河川改修費につきましては、健軍川ほか３河

川で、これは人口集中の著しい都市を流れる

河川について改修工事を実施するものでござ

います。それから、(4)総合流域防災事業費

につきましては、改修等のハード事業とあわ

せまして洪水ハザードマップ作成支援等のソ

フト対策、これを一体的に実施しまして、流

域一体となった総合的な防災対策を推進する

ものでございます。

、 。次に ２つ目の欄の海岸事業でございます

７億9,000万円を計上しております。

事業概要ですが、(1)の海岸高潮対策事業

費につきましては、高潮、津波などの被害か

ら海岸を守るために、永尾海岸ほか３カ所で

整備を行います。それから、(2)の津波高潮

対策事業費でございますが、これは明治新田

海岸で既存の堤防、護岸の補強を行うもので

ございます。

３つ目の欄の河川総合開発事業費で、16億

900万円を計上いたしております。

多目的ダムでございます路木ダム、それか

ら、洪水対策等を目的とした五木ダム、氷川

ダムの再開発事業を実施します。

それから、20ページをお願いいたします。

単県河川海岸事業としまして、18億5,561

万円を計上いたしております。

(1)の単県河川改良費及び(2)の単県海岸保

全費につきましては、これは国庫補助対象と

ならないような小規模な改良事業を行うもの
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でございます。それから、(3)の単県河川調

査費、(4)の海岸ハザードマップ作成支援事

業、それから(5)の単県河川海岸情報基盤整

備事業につきましては、県が管理する河川の

浸水想定区域図の作成あるいは市町村が行い

ますハザードマップ作成を支援するというよ

うな、ソフト対策に必要な予算ということで

ございます。

それから、(6)のくまもとマイ・リバー・

、 、サポート これはボランティア団体への支援

それから(7)の河川外来種等緊急対策事業、

これは、ウオーターレタス等の外来種の除去

等、河川管理に必要な予算を計上しているも

のでございます。

以上が河川課の主要事業でございます。よ

ろしくお願いいたします。

○生喜港湾課長 港湾課でございます。21ペ

ージをお願いします。

港湾課では、新規及び主要事業として11の

事業を挙げさせていただいております。

まず、海岸ハザードマップ作成支援事業で

640万円を計上しております。

これは、高潮被害の軽減を図るため、市町

の高潮ハザードマップ作成を支援する事業で

ございます。

次に、重要港湾改修事業でございますが、

３億円を計上しております。

重要港湾における港湾施設の建設、改良を

行う事業で、八代港、熊本港で実施いたしま

す。

次に、地方港湾改修事業ですが、２億8,00

0万円を計上しております。

地方港湾における港湾施設の建設、改良を

行う事業で、水俣港、長洲港で実施いたしま

す。

次に、海岸局部改良事業、8,700万円を計

上しております。

海岸保全施設の小規模な整備を行う事業

で、牛深港、佐敷港で実施いたします。

港湾ダイオキシン類対策事業ですが、２億

7,000万円を計上しております。

水俣港の百間排水路と百間船だまり内に堆

積しておりますダイオキシン類を含む水底土

砂をしゅんせつしまして、処分を行う事業で

ございます。

22ページをお願いします。

港湾環境整備事業ですが、７億3,300万円

を計上しております。

港湾の環境保全のため、緑地整備及びしゅ

んせつ土砂処分場の整備を行うための事業で

ございます。八代港のしゅんせつ土砂埋立護

岸整備等となっております。

次に、海域環境創造事業でございますが、

6,000万円を計上しております。

この事業は、海域の水質、底質の改善を図

り、海域の利用増進に資する事業で、百貫港

の砂どめ堤整備となっております。

、 、次に 天草空港管理運営費でございますが

２億587万7,000円を計上しております。

これは天草空港の施設維持管理や運航支援

業務等を行う経費でございます。

次に、港湾整備事業特別会計の中のポート

セールス推進事業として623万2,000円を計上

しております。

これは、外貿コンテナ航路及び非コンテナ

貨物の利用促進等のポートセールス活動を行

う経費でございます。

次に、臨海工業用地造成事業特別会計の中

の漁業振興費としまして5,000万円を計上し

ております。

これは、熊本港周辺海域における漁業の振

興を図るため、覆砂等の漁場の整備や稚魚放

流等を行う経費でございます。

最後に、熊本港臨海用地分譲推進事業とし

て638万1,000円を計上しております。

これは企業へ臨海用地の貸し付け及び売却

を行う誘致活動の経費でございます。

港湾課は以上でございます。
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○山本都市計画課長 都市計画課でございま

す。23ページをお願いいたします。

まず、緑化景観対策事業としまして2,408

万2,000円を計上しております。

これは、景観条例等に基づきます緑化・景

観対策の推進を図るため、１番としまして景

観条例運営事業、２番としまして緑化推進指

導事業を行ってまいります。

その下段の景観計画策定等支援事業は、15

6万8,000円を計上しております。

美しい地域づくりを推進するために、くま

もと景観賞、それから、新規事業としまして

市町村の景観計画策定支援事業を行ってまい

ります。

、 。３段目は 広告景観対策事業でございます

1,321万6,000円を計上しております。

屋外広告物条例に基づく屋外広告物対策を

図るため、１番としまして違反広告物に対す

る指導、取り締まり、２番目としまして県民

参加による違反広告物簡易除却活動事業、３

番目としまして広告物禁止標識等設置事業を

行ってまいります。

一番最後に、まちづくり支援事業としまし

て91万1,000円を計上しております。

これは新規事業でございまして、土地区画

整理事業や市街地再開発事業等により中心市

街地等の既成市街地の再整備を図るために、

市町村の、いわゆるプロの方を育成する人材

育成を図る事業でございます。

続きまして、24ページをお開きいただきま

す。

都市計画事業調査費としまして、１億700

万円を計上しております。

これは都市計画事業の実施に向けた各種事

業調査でございます。１番目としまして街路

事業促進調査、２番目としまして都市圏の交

通アクションプログラムのフォローアップ調

、 、査 ３番目としまして都市計画道路検討調査

それから、新規事業としまして区域区分見直

し、いわゆる線引きの検討調査を行ってまい

ります。それから、５番目としまして都市計

画区域の再編検討調査を行ってまいります。

続きまして、土地区画整理事業でございま

す。３億2,900万円を計上しております。

良好な市街地の形成を図るため、土地区画

整理事業の推進を図るものでございます。

続きまして、街路整備事業としまして21億

9,200万円を計上しております。

これは主要幹線道路の整備を行ってまいり

ます。１番目、街路整備事業、新市街水前寺

等６億円ほか、４番目までの事業を行ってま

いります。

最後に、都市公園整備事業でございます。

2,128万9,000円を計上しております。

都市公園の整備としまして、単県公園整備

促進事業を行ってまいります。その中で、新

規事業としまして鞠智城公園化の調査、これ

は300万円でございますが、公園化の調査を

図ってまいりたいと思っております。

以上でございます。

○長野新幹線都市整備総室長 新幹線都市整

備総室でございます。25ページをお願いいた

します。

まず、九州新幹線建設促進事業でございま

、 。すが 162億4,300万円余を計上しております

この主なものといたしましては、九州新幹

線建設事業費負担金が161億1,700万円余、こ

のほか鉄道・運輸機構から受託しております

新幹線の用地買収の事務費１億1,700万円な

どを計上しております。

２つ目の連続立体交差事業は、熊本市池田

から熊本駅周辺の約６キロ区間のＪＲ鹿児島

本線等の高架化を行う事業でございまして、

鉄橋を予定しております３つの跨線橋の仮設

道路工事や熊本駅部の在来線高架化工事に一

部着手することにいたしておりまして、22億

2,000万円を計上しております。

それから、３段目の土地区画整理事業でご

ざいますが、３億5,600万円余を計上してお
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ります。

これは熊本市が行います熊本駅西土地区画

整理事業地内におきます県管理の街路整備に

係る熊本市への負担金でございます。

一番下の街路整備事業、78億4,000万円で

ございますが、これは、新幹線開業を見据え

整備を進めております熊本駅城山線や熊本駅

帯山線など、熊本駅周辺の街路整備に必要な

用地補償費及び工事費等でございます。

以上でございます。

○首藤下水環境課長 下水環境課長の首藤で

ございます。資料の27ページをお開きくださ

い。

平成19年度の事業概要について御説明申し

上げます。

まず、浄化槽整備事業でございますが、し

尿、生活排水を一体的に処理する合併処理浄

化槽の設置に対する県から市町村への補助事

業でございます。

(1)の浄化槽設置整備事業補助費は、個人

の方が設置される場合に設置する事業でござ

います。次の(2)浄化槽市町村整備推進事業

交付金は、市町村が設置、管理される事業で

ございます。

次に、農業集落排水事業でございますが、

農村地域において、一定のまとまりのある地

域におけるし尿、生活排水を集合処理するも

のでございまして、原則市町村が事業主体と

なります。

、(1)の農業集落排水施設整備推進事業費は

市町村が行った事業に対しまして、翌年度事

業費の6.5％を県が交付金として交付するも

のでございます。(2)の県営農業集落排水事

業費でございますが、過疎地域で一定の要件

に該当するものにつきまして、市町村からの

要望を受けまして県が事業を行うものでござ

います。(3)の団体営農業集落排水事業費に

つきましては、市町村事業でございますが、

間接補助のため、国費を県が一たん受け入れ

まして市町村に交付するものでございます。

次に、漁業集落環境整備事業でございます

が、漁港背後地の漁村地域におきまして、し

尿、生活排水を集合処理するものでございま

、 。して 市町村が整備を行うものでございます

(1)の漁業集落排水施設整備後年交付金、こ

れにつきましては、市町村が行われました事

業につきまして、翌年度事業費の6.5％を県

が交付金として交付するものでございます。

、(2)の漁業集落環境整備事業でございますが

、 、市町村事業でございまして 間接補助のため

国費を県が一たん受け入れまして市町村に交

付するものでございます。

28ページでございますが、八代北部流域下

水道施設整備計画策定事業でございますが、

これは、八代海域等の公共用水域におけます

水質の環境基準を達成するために、下水道整

備に当たっての総合的な基本計画を作成する

ものでございまして、下水道法に基づいて行

うものでございます。

次に、流域下水道事業特別会計でございま

すが、公共下水道は原則市町村が行う事業で

ございますが、２つ以上の市町村にまたがり

まして、かつ一体的に取り組むことが効率的

等の理由により、県が流域下水道として整備

を行うものでございまして、現在、熊本北部

流域下水道、球磨川上流流域下水道、八代北

部流域下水道の３つの流域下水道がございま

して、関連市町村の公共下水道の整備進捗と

連携を図りまして建設を進めております。ま

た、供用開始ということで運営を行っており

ます。これらの建設費及び維持管理費は特別

会計で処理を行っておりまして、ここに記載

のとおりでございます。

以上、よろしくお願い申し上げます。

○岩下建築課長 建築課の主要事業及び新規

事業について御説明いたします。29ページを

お願いいたします。

まず、くまもとアートポリス推進費でござ
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、 。いますが 1,620万円余を計上しております

アートポリスプロジェクト事業の推進及び

視察者向けのＰＲ活動、県民への浸透などを

図る事業を行うものでございます。また、来

年開催予定のアートポリス建築展の準備を行

うこととしております。

次に、ユニバーサルデザイン建築推進事業

ですが、1,080万円余を計上しております。

建築物におけるユニバーサルデザインの普

及啓発を行うための事業を行うほか、不特定

の者が利用します民間の特定建築物につい

て、工事費の一部を補助することとしており

ます。

次に、建築物防災対策推進事業ですが、87

4万円余を計上しております。

本年３月に策定した熊本県建築物耐震改修

促進計画に沿って普及啓発等の事業を行うほ

か、災害時の緊急輸送道路となる主要道路沿

道の民間の特定建築物の耐震診断について補

助を行うものであります。

次に、民間建築物アスベスト緊急改修促進

事業ですが、1,800万円余を計上しておりま

す。

民間建築物のアスベスト除去を促進するた

めに、工事費の一部を補助するものでありま

す。

次に、建築基準指導費でございますが、建

築基準法の改正に伴い、６月20日から施行さ

れる建築確認における構造計算適合性判定に

要する費用でございます。

以上が本課分でございまして、以後につい

ては営繕室の業務でございますので、説明は

営繕専門監から御説明いたします。

○加納営繕専門監 営繕室でございます。

まず、29ページの下から２段目の県有施設

、保全改修費６億7,800万円余でございますが

これは県有施設の保全改修を実施するための

予算でございまして、予算を一元化すること

で改修の優先順位をつけるとともに、改修を

計画的に取り組むものでございます。

続きまして、県有施設耐震診断事業でござ

いますが、これは、県有建築物のうち、特定

建築物等で耐震診断が未実施の施設を対象に

診断を行うものでございます。その結果をも

とに県有施設の耐震化計画を作成するもので

ございます。

以上でございます。

○吉川住宅課長 住宅課でございます。資料

の30ページをお願いいたします。

住宅課の主要事業を御説明いたします。

まず、公営住宅建設費でございますが、１

億3,092万4,000円を計上いたしております。

これは、古くなった県営住宅の居住水準の

向上と居住環境の安定のために、県営住宅の

建てかえ等の整備を行うものでございます。

(1)の山の上団地建てかえ事業でございま

すが、これは基本設計を行うものでございま

す。800万円余を予定しております。(2)の水

俣市の月浦団地建設事業でございますが、本

年度は水俣市の土地開発公社から用地取得を

するものでございます。１億2,200万円余を

予定しております。

次に、公営住宅ストック総合改善事業費で

ございますが、６億6,300万円を計上してお

ります。

現在、県営住宅としまして、41団地、8,40

0戸余りを管理しておりますが、これを適正

に維持管理していくために計画的な維持修繕

を行いまして、安全性の確保等良好な状態を

維持していき、時代のニーズに対応して、入

居者の方が安全で安心して暮らせるよう、Ｕ

Ｄに配慮した改善を行いながら、住宅の機能

や質の向上を図っていくものでございます。

(1)のＵＤ配慮改善工事は、住居内の段差

解消や手すりの取りつけ等を行うものでござ

います。(2)の安全性確保工事は、外壁の落

下防止の改修や火災警報器設置等を行うもの

でございます。(3)の居住性向上工事は、古
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い団地の給水配管の内部腐食による赤水の発

生や給水管破裂のおそれがあるために、給水

設備の改修を行うものでございます。

それから、３段目の木造住宅総合対策事業

費でございますが、58万2,000円を計上して

おります。

これは、県産木材の需要拡大や地場産業の

活性化につながる良質な木造住宅の普及を図

るために、木造住宅建設等の次の時代の担い

手となります建築系の高校生や大学生を対象

といたしまして、体験研修会や提案コンペ等

を実施するものでございます。

最下段でございますが、高齢者向け優良賃

貸住宅供給促進事業費としまして１億8,607

万8,000円を計上しております。

高齢者の方が安全で安心して暮らせる良質

な民間賃貸住宅の整備を進めるために、高齢

者の方の身体機能に対応した生活相談や食事

サービスなど、生活支援サービスを備えた優

良な賃貸住宅を供給する民間事業者に対して

整備費の補助を行うものでございます。

以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。

○西山砂防課長 砂防課でございます。

砂防課の主要事業について説明いたしま

す。31ページをお願いします。

まず、上段の砂防事業でございますが、砂

防指定地内の渓流において、土砂災害を防止

するために堰堤工等を実施するものでござい

ます。

本年度は、八代市の藤の谷川ほか76カ所を

施行する予定でございます。事業メニューと

しましては、事業概要に記載しているとおり

でございまして、予算としましては32億4,20

0万円を予定しております。

次に、地すべり対策事業でございますが、

この事業は、地すべり防止区域内において、

、 、地すべりによる被害を防止 軽減するために

排水ボーリングやアンカー工を施行するもの

でございます。

本年度は、益城町の川内田ほか11カ所を施

。 、行する予定でございます 予算としましては

５億6,600万円を予定しております。

次に、急傾斜地崩壊対策事業でございます

が、この事業は、急傾斜地崩壊危険区域内に

おいて、がけ崩れ等による急傾斜地の崩壊を

防止するために、擁壁工や法面保護工等を実

施するものでございます。

本年度は、美里町の立岩ほか70カ所を施行

予定としております。予算としましては、22

億1,300万円を予定しております。

最後に、最下段の総合流域防災事業(ソフ

ト対策)でございますが、３億200万円を予定

しておりまして、その内訳としましては、土

砂災害防止法に基づく警戒区域指定のための

基礎調査といたしまして２億5,200万円を、

また、土砂災害情報相互通報システム整備事

業といたしまして、気象庁と連携して進めて

おります土砂災害警戒情報の本運用に向けた

費用や土砂災害危険箇所周知のための標識設

置などの5,000万円を予定しております。

砂防課の主要事業としては以上でございま

す。

○井手順雄委員長 次に、付託議案等につい

て関係課長から順次説明をお願いします。

６月補正予算説明を戸塚道路整備課長。

○戸塚道路整備課長 道路整備課の方から、

第１号議案平成19年度一般会計補正予算の説

明を行います。

別添の資料、平成19年６月定例県議会建設

常任委員会説明資料の方をお願いいたしま

す。１ページをお願いいたします。

平成19年度土木部予算資料でございます

が、今回の補正額5,565万円ということで、

今回補正額の欄に計上してあります。

その下の表、各課別内訳及び２ページの表

のとおり、補正予算というのは道路整備課分
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のみでございます。

３ページをお願いいたします。

単県道路改築費としまして5,565万円の補

正予算を計上しておりますが、これは、国直

轄白川改修事業に伴う県道海路口小島線のつ

けかえ工事を、国土交通省九州地方整備局か

ら受託するものでございます。

平成19年度当初予算に計上できなかった理

由でございますけれども、当該受託に係りま

す国直轄事業の予算が本年２月の平成18年度

補正予算で措置されましたために、協議を受

けたのが年度末になったということでござい

ます。今回の６月補正予算で計上させていた

だいております。

これによりまして、道路整備課予算計は28

0億1,195万8,000円となります。

以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。

○井手順雄委員長 繰越明許費総括説明を鷹

尾監理課長にお願いします。

○鷹尾監理課長 ５ページをお開き願いま

す。

平成18年度繰越明許費に係る繰越額の報告

でございます。

報告は、会計区分ごとに一般会計と特別会

計３件、合わせまして４件の報告となってお

るところでございます。

まず、一般会計の翌年度繰越額でございま

すが、表の下段、合計欄記載のとおり、合計

額といたしまして297億4,216万4,293円とな

っております。

次に、港湾整備事業特別会計の翌年度繰越

、 。額でございますが 7,400万円でございます

それから、用地先行取得事業特別会計の翌

年度繰越額でございますが、７億800万円で

ございます。

それから最後に、流域下水道事業特別会計

の翌年度繰越額は９億5,400万円でございま

す。

表には記載はいたしておりませんが、４会

計合わせました翌年度繰越額は314億7,816万

円余となっておるところでございます。

繰り越しの理由といたしましては、地元住

民への説明ですとか関係機関との調整などに

時間を要したなど、計画に関するもの、それ

から、工事の発注を行いました後、予想され

なかった事柄によりまして設計の見直し等を

行いましたこと、設計に関するもの、それか

ら、買収価格でございますとか、相続で用地

取得が難航したためということで、用地の関

係によるもの、それから補償価格や移転先用

地の問題で補償交渉が難航したことなどによ

ります補償処理の困難によるもの等でござい

ます。

各課、総室別の詳細につきましては、６ペ

ージから24ページにかけて記載をいたしてお

ります。各課ごとの説明につきましては省略

をさせていただきますが、これら繰越事業に

つきましては、早期完了のため全力を挙げて

取り組んでいるところでございますので、よ

ろしくお願いいたします。

以上でございます。

○井手順雄委員長 続きまして、専決処分の

報告及び承認について、宮本道路保全課長。

○宮本道路保全課長 道路保全課でございま

す。25ページをお開きください。

道路事故の専決処分の報告と承認をお願い

しております。26ページの概要で説明させて

いただきます。

事故は、平成19年２月11日、日曜、午後８

時30分ころ、菊池市原の主要地方道阿蘇公園

菊池線の路上で、和解の相手方が普通乗用車

を運転し菊池市原を進行中、道路左側法面か

ら道路上へ落下していた石と衝突し、車両を

破損したものでございます。

過失割合は、道路管理者が３割、被害者が
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７割としております。損害額25万2,966円の

３割、７万5,889円を賠償するものでござい

ます。よろしくお願いいたします。

○山本都市計画課長 都市計画課でございま

す。27ページをお開き願います。

第14号専決処分の報告及び承認について、

28ページの概要の方で説明を申し上げます。

日時でございますが、平成19年３月１日、

木曜日、午後８時20分ごろでございます。場

所は、熊本市出水２丁目の水前寺江津湖公園

出水地区でございます。過失割合は、公園管

、 。理者が９割 被害者が１割となっております

、 、損害額及び賠償額は 損害額は８万5,510円

賠償額は７万6,959円でございます。

事故の状況でございますが、和解の相手方

が普通乗用自動車により後進で駐車を行った

際に、後方樹木の添え木に接触をいたしまし

て、車両を破損したものでございます。

以上でございます。

○井手順雄委員長 以上で執行部の説明が終

、 。わりましたので 質疑を受けたいと思います

どうぞ。

○児玉文雄委員 14ページ、建設産業再生支

援事業、この事業は今までかなりやってきた

と思うんですが、建設業からもそちらの方に

でも乗りかえても会社の方はどうにかやって

いけると、そういう結果が出た、そういう新

しい事業というのは県下にありますか。

○鷹尾監理課長 建設業再生支援事業につき

ましては、平成16年度から取り組みを行って

おりますが、その中で、ただいま委員御指摘

の一つであろうかと思いますが、新分野等に

進出をしていただく、要はモデル事業、これ

につきまして、ここの中に記載をしておると

。 、 、 、ころでございます これは 具体的に 農業

福祉、環境分野、こういう新しい分野に進出

しようとされる方に対しまして、専門のアド

バイザーを派遣して支援をするという事業で

ございます。

これまで、平成16年度から18年度までのモ

デル事業としての採択は合計29件ございま

す。事業者数としましては、複数年度にわた

り採択をいたしましたので、26社ということ

でございます。環境分野が７件、農業分野が

８件、水産分野が２件、福祉分野４件、観光

分野４件、その他４件ということで、現時点

における状況でございますが、昨年の９月に

アンケート調査をやりまして、その後この状

況を確認いたしましたが、事業を継続し、拡

大等も考えられている事業が13事業あるとい

うことで……

○児玉文雄委員 29のうちですね。

○鷹尾監理課長 はい。まあ、一定の効果は

果たしているのではないかというふうに考え

ています。

○児玉文雄委員 これがちょっと問題がある

のは、新しい事業を興すとき、どうしても資

金が要るわけですよね。そうすると、その資

金が、金融機関が新しい事業では貸してくれ

ないと。従来の建設業で資金調達をすると、

監理課の方ですぐやかましゅう言うて点数を

下げるだろう。そこらあたりが私は納得がい

かないんですよね。県も、そういう新しい事

業の展開をやりなさいと、そういう指導も支

援もしよりながら、監理課の経審点において

は、借入金が多いというようなことで点数が

下がるわけですよ。そこらあたりはどう考え

ているのか。別個に扱うのか、やっぱり本体

のその事業の借入金で扱うのか、そこをちょ

っと説明をお願いします。

○井手順雄委員長 鷹尾監理課長、ゆっくり

説明してください。
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○鷹尾監理課長 どのような形で新規分野に

展開をされるかということについて、別法人

をつくるのかあるいは同一法人の中でやるの

、 、か いろいろやり方はあろうかと思いますが

基本的には、各社の体力なり経営状況に合わ

せた御判断であろうというふうに思っており

ます。

ただ、児玉委員御指摘のとおり、建設会社

の中でそういう事業を行うということになっ

たときに、長期の借入金あたりがふえれば、

評価項目の中の経営状況分析点というのが必

ずしもプラスに働かないような要因があると

いうことはあろうかというふうには思ってお

るところでございますが、ただ、経営事項審

査の評価点につきましては、もちろん経営状

況も含めて、技術力でございますとか、社会

福祉の状況でございますとか、そういう総合

的な評価を行うことになっておりますので、

直ちにそれが大きな影響を及ぼすのかという

ことについては、どうだろうかなという思い

はございます。

それから、もう１点、格付の評価の中でご

ざいますが、新規分野の進出については、こ

れを、いわば県の技術点、主観点の中で評価

をしていくというような仕組みをとっておる

ところでございます。

○児玉文雄委員 答弁はそういうようなこと

、 、で言っているけど 実際その経審を受けると

例えばいろいろの評価の仕方があると思うわ

けですよね。自己資金比率であったり、売上

、 、高であったり いろいろあると思うんだけど

例えば売上高が３億円あったと、受注が。だ

から、これは売り上げと言うのかどうか知ら

ぬけれども、まあ売上高が。そうすると、Ａ

は３億円、Ｂ社は１億5,000万円しかしてな

いと。しかし、こっちのＢ社の方は無借金で

あったと。そのためにランクはＡになるわけ

ですよ。その幅というのは、かなり私はある

ような気がしてならない。

大体、本当は業者の総合的な判断がそうか

もしれないけど、これはその本体、本業だけ

でもそうだけど、機械等を買うと、結局は投

資額が多いとか、全くそういうのは今までプ

ラス点には動いてないんですよ。全部マイナ

。 、 、ス点なんですよ だから 我々と話すときは

普通の会話の中では、今後そういうのも考え

ていきますと言うけど、私は、それはまだま

だ経審の中では反映されていないと思う。

だから、例えばこういう新しい事業を興す

と、その支援をするというならば、その投資

額において、経審のときプラス点を、新規分

野に進出をしているというようなことで、そ

、 、こにプラス点が まあ10点なっとつけるとか

そういう具体的なやり方をやらないと、今の

やり方は、もう固定資産は持たないがいい、

、 。投資はしないがいい 借金はしないがいいと

しかし、実態は、それは必ずしもそうではな

いんですよね。別会社をつくって借金をそこ

の名義にしてしまえば、ちゃんとＡクラスな

らＡクラス、特Ａなら特Ａで残ることができ

るんですよ。そういう抜け道を、全く――そ

りゃ、あれぐらいの人数でやれというのは無

、 、理かもしれぬけど 私は大変不公平があると

それを申し上げたい。

だから、これは今までいつも言っているこ

とだけど、部長、その点具体的に、そういう

新規事業支援対策なんかやっているとするな

らば、私は、今後のあり方として、別点でプ

ラスしてもらうとか、そういうわかりやすい

やり方でやっていただきたいと。

できるなら、部長の答弁をお願いいたしま

す。

○渡邊土木部長 新規産業分野へ進出して、

そこで資金を調達したときに、自分の本体の

企業のあれに経審でマイナスに働くというよ

うなことは、確かに私も非常にいかがなもの

かと思います。
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ただ、今監理課長が申しましたように、進

出することによってプラス点をつけるという

のはあるということでございますけれども、

今の、何というか、資金調達がどういう現状

――26社だったか、私もそこまで詳しく把握

しておりませんので、そこら辺を把握をさせ

ていただきたいというのが１点と、もし是正

できるものであれば、何か改善策を、これは

ちょっと次回――すぐ返事ができませんの

で、次回の委員会までには御報告させていた

だきたいと思います。そういうお答えしかこ

の場ではできませんけれども。

○児玉文雄委員 私は実例を幾つかも知って

、 、いるけど まあ本業にかわる事業というのも

また金融機関は、そんなに新規事業に――技

術開発をした新規事業じゃなくて、ある程度

の仕事のノウハウを知っとればそういう分野

にも行けるというときに、ましてその中にも

。 、農業分野なんかあったわけですよね しかし

やっぱり農業をするにしても、まず土地を買

わないと、確保しないと新しい農業もでけぬ

わけですよ。そういうのには、まだ銀行は相

手にしてくれないんです。やっぱり、それな

らあなたの本体で借ってくれと、それを迂回

融資しなきゃいかぬわけですよね。

だから、銀行というのは、常に危険度をか

なり見ますから、取れない企業にはなかなか

貸さない。また、今どうにかやっているのは

、 。29件のうち13件と まあ５割弱なんですよね

そういう状態で――あのマンゴーはどうなっ

たのか。マンゴーの仕事をしておられる人が

おって、いっときはえらい景気がいいという

話だったが。具体的にはわからぬとでしょう

ね。

○鷹尾監理課長 昨年のアンケート調査で

は、マンゴーの栽培拡大については、事業継

続、規模拡大も検討されておるというふうに

聞いておるところでございます。

○児玉文雄委員 その中身はわからぬわけで

すよね。

○鷹尾監理課長 ただいま御指摘の……

○井手順雄委員長 指名してから言ってくだ

さい。監理課長。

○鷹尾監理課長 ただいまお話しのございま

した点でございましたが、本年度から前年度

まで実施したモデル事業者に対しまして、事

業実施後のフォローアップも行うことといた

しておりますので、その中で十分確認を賜り

たいと思っています。

○児玉文雄委員 恐らく今後、建設業という

のは、そういう分野に進出をしていかないと

もう食うていけないと、残り得ないと。そう

いうことで、都合上１回どま、そういう新規

事業に転換した業者の、そういう成功例でい

。 。いですたいね 失敗を見ても何もならぬから

視察あたりでも、委員長の配慮で考えてみる

ことも必要だと思います。

○鷹尾監理課長 はい、わかりました。

○井手順雄委員長 次にありませんか。

○山本秀久委員 23ページのまちづくり支援

事業、そこに何か91万1,000円とか書いてあ

るけど、これはどういう人を派遣するの。専

門家ているの。

○山本都市計画課長 これは、土地区画整理

事業、それから市街地再開発事業ということ

で、ちょっと特殊な事業といいますか、なか

なか市町村の方にはこういうプロの方がいら

っしゃいませんので、その辺のノウハウを研

修で人材を育成するというふうなことでござ
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います。

○山本秀久委員 何。

○井手順雄委員長 もうちょっと具体的に…

…

○山本秀久委員 意味がわからぬ。

○井手順雄委員長 人件費とか、どういった

事業内容というのを説明してください。

○山本都市計画課長 これは、そういう人材

育成をするための必要経費で、91万1,000円

でございます。コピーしたりとか、そういう

ふうな費用でございます。

○山本秀久委員 人材育成の費用だな。

○山本都市計画課長 はい、そうでございま

す。

○山本秀久委員 派遣するて言いよったごた

るけど……。

○児玉文雄委員 ちょっと関連だけど、今、

町村で、何カ所かかなりの額をもらったまち

づくり、市街地活性化事業か、これとはどう

ですか、関連はあるんですか。

○山本都市計画課長 今山本先生の方からご

ざいました23ページの一番下のまちづくり支

援事業でございますけれども、これはその事

業ではございませんで、そういう区画整理事

業をやるだとか、市街地再開発事業が特殊な

ちょっとテクニックを要しますので、そうい

う人材を育成するというふうな事業で……

○児玉文雄委員 その事業はどこから予算が

出ているのかい。

私の地元でも、たしか１億9,000万円ぐら

い今年度予算がついとると話は聞いているん

だよ。

○井手順雄委員長 まちづくりかなんか。

○児玉文雄委員 だけん、あれはどこから…

…

○井手順雄委員長 それは土木部から出とっ

とかな。

○山本都市計画課長 まちづくり交付金事業

、 、は都市計画課の所管でございまして これは

市町村の方で計画を立てましたところで、国

土交通省の方に申請をしまして交付金が出る

事業でございます。

○児玉文雄委員 国の方から出る。

○山本都市計画課長 はい。

○児玉文雄委員 そうすると、それに上乗せ

は県はないわけね。あるわけ。

○山本都市計画課長 県の方はございませ

ん。

○児玉文雄委員 蘇陽の馬見原で、１億9,00

0万円ぐらい今年度事業採択になっているん

だよね。

○井手順雄委員長 ほかに。

○岩中伸司委員 14ページの、単純な質問で

すが、ＣＡＬＳ／ＥＣ事業でちょっとわかり

ませんが、推進協議会というのが、まあ運営

費32万4,000円ぐらいですが、この推進協議

会というのは私も初めて聞いて、申しわけあ

りませんが、どういう状況ですか。
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○田口土木技術管理室長 これにつきまして

は、平成15年３月でございますか、県、市町

村、また建設業界の３業界の代表者によりま

して、熊本県ＣＡＬＳ／ＥＣ推進協議会を設

立しました。

これは、あくまでもＣＡＬＳ／ＥＣにつき

まして、今後どういう形でやるのか、今後当

然推進していかなければならないとか、そう

いう目的を持った形で、こういう市町村も含

めて、産業界も含めた形でやりましょうとい

うような協議会でございます。

○岩中伸司委員 電子化を進めていって、よ

り迅速にいろんなやつを正確にやろうという

ような、そんな趣旨かなとも思うんですが、

今御説明いただいた平成15年３月にそれぞれ

産業界の代表者でつくられているということ

ですが、このメンバーというのは何人ぐらい

で、例えば、平成15年だともう４年以上前で

すが、いろいろそういう会議の開催とか、そ

して具体的にどういう形の方針が出たとか、

この間の事業に対する総括がどうなされたと

か、そういうのは今のところはまだないんで

すか。

○田口土木技術管理室長 ちょっと詳しい資

料を持ち合わせておりませんけれども、一応

協議会でいろんな決め――電子納品はいつご

ろにするとか、例えば電子入札はこういう形

でやりましょうとか、そういう取り決めをこ

こでやって、それを具体化して実際にやって

いると、動かしているということでございま

す。

○岩中伸司委員 大体概要は今課長がおっし

ゃったようなことかなと思うんですが、もう

少し――なかなか姿が見えないので、まあき

ょうは資料がちょっと手元にないとすれば、

後日でも伺いたいと思います。

○井手順雄委員長 どういうメンバーで、ど

ういう協議を行って、どういう結果を出した

というようなことを文書で各委員の皆さん方

。 。に配付してください それでよございますか

○岩中伸司委員 はい。

○森浩二委員 25ページ、新幹線総室で受託

事業があるでしょう、用地取得の。今何％ぐ

らいの……。

○長野新幹線都市整備総室長 新幹線の用地

取得につきましては、九州全体ではまだ96％

ぐらいなんですけれども、県内は99％を超え

ているような状況でございます。

○森浩二委員 それに関連して１つ聞きたい

んですが、結局、事務系の人が用地交渉に行

くでしょう。そのとき、私はちょっと聞いた

んですが、5,000万円までは無税とかなんか

言われて印鑑を押したわけですよ。確定申告

した後、そのまま申告したら追徴課税が来た

わけですよ。結局、説明してなくて。そうい

うことがあるから、そういう用地交渉をする

人にちゃんとそういうのを教えているのかど

うかと思ってですね。

○清田用地対策課長 用地対策課ですが、用

地を担当する職員につきましては、初任者の

段階から計画的に研修をやっておりまして、

今委員がおっしゃいましたような課税のこと

につきましても説明させておりますので、周

知しているとは思っておりますけれども、そ

ういったことがございましたならば、改めて

十分な知識につきまして研修に努めてまいり

たいと思います。

○森浩二委員 それを本当に――後で使って

しまってまた追徴課税が来て、みんな慌てた
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ことがあったんですよ。３件ぐらいあったも

ので、その辺は十分用地交渉をする人に教え

といてもらいたいと思います。

○井手順雄委員長 ほかにございませんか。

○児玉文雄委員 ちょっと関連。

それは何か公共事業用地の取得の届け出か

何かすれば、追徴課税というのは5,000万円

までは無税でしょう。どうですか。

○清田用地対策課長 具体的なことがちょっ

とわかりませんけれども、対価補償、土地の

購入、また、建物の移転補償につきまして、

建物を壊された場合、こういった場合には5,

000万円の特別控除がございますが、補償金

の種類によっては対価補償とみなされません

ので、5,000万円の特別控除の対象外の補償

金もございます。ちょっと具体的なことを聞

きませんと、その分が追加課税になったとい

うことがちょっとわかりませんけれども。

○児玉文雄委員 森先生、これは用地でしょ

う。

、 、○森浩二委員 要するに 家屋とか庭木とか

いろいろあったんですよ。その中で何か種類

を分けんといかぬとでしょう、確定申告する

ときに。

○清田用地対策課長 そうです。

今森委員がおっしゃいましたように、補償

金の中には、建物の補償、庭木の補償、それ

から動産の移転料、その他いろいろな補償金

がございます。その中で対価補償金と認めら

れた分につきましては、合計で5,000万円ま

で特別控除がありますので税金はかかりませ

んが、対価補償金以外は、例えば移転補償金

なんかにつきましては、実際に使われた分の

残りにつきましては税金がかかってまいりま

す。そういったところの詳しい説明が恐らく

不十分だったんじゃないだろうかと思ってお

ります。

これから、職員に対しましては、その辺の

ところも徹底させていこうと思います。

○井手順雄委員長 わかりました。

○渡辺利男委員 ちょっと港湾のことについ

て、これは基本的な考え方ですから部長の方

にお答え願いたいと思うんですけれども、八

代港が今度５万トン級岸壁を目指して、国の

直轄事業として認可されたということは非常

に結構なことだと思うんですが、こういうの

を機会に、もうそろそろ八代港と熊本港の役

割分担を、県の考え方としてもう明確にした

がいいんじゃないですか。

これから先も、同じように大型化を両方と

も目指して、そしてポートセールスも同じよ

うにやっていくのか、あるいはもうそろそろ

大型港は八代に集中して、ガントリークレー

ンとかにばんばん投資して、輸送コストを安

くしてあっちに集中してきてもらうとか、あ

るいは熊本港はもう旅客港として発展するよ

うにいろんな知恵を出していくとか、そうい

うふうにもうはっきり役割分担をした方がい

いのではないかと思いますが、どういうふう

にお考えですか。

○渡邊土木部長 八代港、熊本港、それぞれ

役割というのは今も考えていますというか、

八代港というのが、そもそもアジアをにらん

だ、そういう貨物の主要な取引ということで

は位置づけております。また、熊本港、これ

についても、やはり熊本都市圏を背後に控え

ているというあれもありますし、やはり貨物

は貨物としてあれですけれども、八代港と違

う部分というのは、今委員がおっしゃった旅

客、そういうものはまた熊本港には、そうい

った――もう少し八代港と違った役割の位置
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づけというのも思っておりますけれども、基

本的には、大きな貨物そのものは八代、ただ

熊本港が全然ないかというとそういうわけで

もございませんので、また背後地あたり、今

もリサイクル関係の企業あたりも随分進出し

てきていますので、貨物の今後の動きあたり

も十分見ながら、ただ役割競合しないような

形で整理してはいきたいと思っておりますけ

れども。

○渡辺利男委員 熊本港は、今5,000トン級

岸壁はツーバースですか、２つですか。

○井手順雄委員長 いっちょです。

○渡辺利男委員 いっちょですたいね。これ

は今後どういうふうに整備していく計画を持

っているんですか。

○渡邊土木部長 貨物量の推移を見て、必要

な分はツーバース面の整備に移るというふう

に、貨物量の今からの動向ということになる

と思います。

○渡辺利男委員 わかりました。

じゃあ、あそこの5,000トン級岸壁が整備

されることが決定したときに、当時の福島知

事が、使用状況を見きわめた上で次に進みた

いと答弁されましたから、今の5,000トン級

岸壁１バースが満杯で、これはふやさんと使

えぬばいという状況にはまだないですね。そ

このところをお願いします。

○渡邊土木部長 今の状況はそうですけど、

今申しましたように、背後地、臨港用地の利

用状況、そこら辺が今後の動向のかぎを握っ

ていると思っております。

○渡辺利男委員 済みません、もう１つ。こ

れは港湾課ですね。

熊本港建設に関連した漁業振興費、これは

5,000万円ほどことしも組まれておりますけ

れども、これは熊本港ができてから何十年に

なりますかね。あれをつくる際に、ああいう

たしか基金をつくって、その果実でというは

ずだったやつが取り壊してこれになったと思

うんですが、これはいつまでこの漁業振興費

を出すんですか。未来永劫出すんですか。22

ページ。

○生喜港湾課長 平成33年までということ

で、年間5,000万円ですね。

○渡辺利男委員 33年までですね。わかりま

した。

それと、済みません、今度は住宅課にお尋

ねします。

30ページの一番下に、高齢者向け優良賃貸

住宅供給促進事業費１億8,607万8,000円が組

まれておりますが、これは今からものすごく

ふえてくると思うんですよ。ニーズが多いと

思うんですよ。

というのは、特別養護老人ホームなりほか

の施設というのは、非常にやっぱりいろんな

規制があるけれども、これは非常に規制が甘

いといいますか、割と土地があれば自由にそ

れを生かしてつくっていくことができるとい

うことなので、それはそういうニーズがある

から結構なんですが、この間のコムスンのよ

うな、やっぱり悪質な業者がどんどんこうい

うのに進出してきはせぬかというおそれもあ

るわけですよね。

民間事業者に整備費の補助を行う際に、ど

ういうふうにそれはチェックしていかれるの

かをちょっとお尋ねします。

○吉川住宅課長 これは、まず入居者の規定

がございまして、入居者は60歳以上ですね。

それの管理期間としては10年間ということ

で、これは管理期間中は報告をしていただく



- 20 -

ようになっております。

○渡辺利男委員 これを整備費の補助を行う

、 、ための条件としては 建物とか管理運営とか

そういうものに対する基準とか、そういうの

はどうなっているんですか。

○吉川住宅課長 まず、整備の要件ですが、

これは生活支援モデル型と、もう１つ、生活

支援グループ居住型という２つのメニューを

そろえておりまして、現在、募集戸数としま

しては一応50戸を補助の予定でございます。

そのうち、大体生活支援グループ居住型を18

戸優先的に確保していただくということで

す。

内容につきましては、生活支援グループ居

住型というのは、整備戸数が18戸以下、それ

から占用面積が18平米、それから新築が原則

と。それから、一番の特徴は、共同で使用す

る居間とか食堂、浴室、台所、そういう共用

で使用するところを必ず整備するというこ

と、それから、介護型の浴室が――まあ個別

の浴槽、２～３人用ですけれども、そういう

のを共用して介護スペースを確保することと

か、さまざまございます。

それと、生活支援モデル型というのは、整

備戸数が今度は５戸以上になります。これは

占用面積が、単身世帯としましては35平米以

下、２人以上だったら40平米以上にしなさい

とか、そういう規定がございます。

とにかく、当然ですけれども、高齢者に優

しいように、手すりの設置、段差解消、それ

から、エレベーターの設置、それから廊下の

幅とか、そういうハード的なところはいろい

ろ基準がございます。それについては住宅課

の方で技術的なチェックもしております。

○渡辺利男委員 例えば、ヘルパーさんをど

れだけ常時配置しとくかとか、あるいは入居

費、毎月の費用あたりが最初の条件と入って

みたらえらい違とったとか、そういうことに

なった場合、県が補助金を出しとる住宅にな

るわけですから、そういう事業所が出てきた

場合はどういうふうにされるんですか。

○吉川住宅課長 家賃の補助はやっていませ

んので、建設のときの共用部分のところだけ

やっていますので、家賃についてはちょっと

……

○井手順雄委員長 いや、家賃じゃなしに、

もしそういう違反があった場合には、県から

何か指導ができるのかという話ですけど。

○吉川住宅課長 もし違反が見つかりました

ら、それは当然補助金の返納ということは考

えられると思います。

○渡辺利男委員 例えば、そういう最初許可

をするかどうかを見きわめたり、あるいはそ

の後チェックするとかいうのは、例えば高齢

者支援総室とか連携をして何かするとか、そ

ういうのはあるんですか。

○吉川住宅課長 現在のところは高齢者支援

総室との連携というのはございませんけれど

も、まあ連携というか、申込者に、そういう

事業主に対しての、そういう要件を満たして

おるかどうかというのは、これは事業主体が

社会福祉法人であるとかいうのがございます

ので、その辺のチェックはお願いしておりま

す。

○渡辺利男委員 とにかく、最初言いました

ように、ほかの老健施設とか老人ホームとか

の建設の条件に比べると、非常にこれは条件

が甘いんですよ。規制があんまりないんです

よ。だから、この間のコムスンのような事業

者が出てきやせぬかと大変心配なので、そこ

のところを今後とも厳しくチェックできるよ
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うに、行政としてもやっていただきたいと思

います。

もう１つ、同じ住宅課ですけれども、この

財政難の状況の中で、滞納者の一掃のために

は大変頑張っておられると思うんですが、そ

ういうふうに今41団地、8,400戸近くあると

いうことですが、ぜひ効率的に生かしていた

だきたいと思うんですが、その中で、例えば

私の地元にあるんですが、県営東町団地あた

りのもともと店舗であった１階の施設が、広

々とあいたままで全然使われてないわけです

ね。ああいうのがもったいなくて、何らか使

えないものかなというふうに思いますが、た

だ、この家賃では借り手がないというだけで

閉めておられるわけですけれども、そういう

ものの活用についてはどういうふうに考えて

おられますか。

○吉川住宅課長 確かに、東町団地の１階、

従来店舗だった部分については空き家になっ

ております。現在、退去者とか、まあ法的に

退去した分とか、あるいは、これは言葉は悪

いですが、夜逃げみたいにしてもういなくな

った方のそういう家財を、一時保管場所にし

ております。

それだけではなくて、確かにもったいない

話ですので、その辺は、１階部分ですので、

何か、例えば福祉関係のグループホームとい

うか、そういう例等もございまして、言うな

ら公有財産の目的外使用の許可もございます

ので、そういうことの需要があれば考えてい

きたいと考えております。

○渡辺利男委員 今言ってもらったのであり

がたいんですが、あの健軍の、何だっけ、さ

さえ愛何とか工房てありますね。何億円てか

けてつくったような。ああいうふうにモデル

的にはものすごくいいところをつくっている

けれども、あそこにあんな金を注ぐぐらいだ

ったら、今言われたように、１階の空き店舗

はもう10年以上ただあけとるわけだから、地

元ではもう早くから独居老人のためのそうい

うデイサービス的なやつに、例えば民生委員

のグループがいろいろやられていますけれど

も、場所がないものだから、ああいうのを何

で活用せぬのだろうかと、健軍の方はあぎゃ

ん豪華につくっとるけれども、こっちの方だ

ってそういうニーズはいっぱいあるのにとい

う声が早くから出ているんですよね。

ですから、もう今さら店舗でどれだけ売り

出してもどこも借りるところはないから、思

い切って、健軍のあそこにあぎゃん金かける

ぐらいなら、こっちも、金はかからぬわけだ

から、そういうふうに福祉のために使ってい

くというふうに、ぜひ積極的に考えていただ

きたいと思います。

○岩中伸司委員 今の高齢者住宅関連で質問

、 、しますが 私もこういうのは余り知らなくて

それぞれ高齢者向けの設備が整った民間の住

宅をつくるのに補助をするというようなこと

のようですけれども、今答弁を伺うと、50戸

の予定ということで、それも２つ分けてとい

うことですが、これは具体的に、例えば50戸

でこの予算で計算すれば、１戸370万円程度

になるんですが、これは生活支援の部分18戸

の分が幾らということで理解していいんです

か。

○吉川住宅課長 １戸当たり最大で160万円

になっております。これは共用部分の建設費

ということで、それの３分の１を限度としま

して、高い方にですね。まあ160万円が限度

ということです。

○岩中伸司委員 そうしたら、１戸当たり16

0万円を限度としてというふうなことで補助

金が出るということですね。

○吉川住宅課長 はい、そうです。
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○岩中伸司委員 そうすると、この１億8,60

0万円余については、結構、今50戸予定され

ているということですが、これよりも枠は倍

ぐらいになっていくということですね。

○吉川住宅課長 済みません、これにつきま

しては、実は、言うなら高齢者向け優良賃貸

住宅供給促進事業と言いますけれども、この

制度につきましては、平成12年度から募集を

かけておりました。平成16年度まで家賃補助

もやっていたんですよ。家賃補助を、非常に

長く続くものですから、平成17年度からは、

、 、ハード面の整備として １戸当たり160万円

50戸を限度として補助する制度に切りかえて

おります。そういうことで、平成16年以前の

ものについての家賃補助を現在やっておる、

その予算でございます。

○岩中伸司委員 これは、そうしたら新規の

補助も含めて、これまでの――家賃もこれか

らも払い続けるということじゃないわけです

よね、補助を。ちょっとわかりません。

○吉川住宅課長 16年以前に建設補助したも

のについては家賃補助がございます。

○井手順雄委員長 今もやっているんです

か。

○吉川住宅課長 管理期間が10年間ですの

で、その分が生じております。

○児玉文雄委員 ちょっと今の関連だけど、

聞いとって、アパートなのか１戸建て住宅な

のか。でも、さっき共用部分についてはとい

うことは、アパート形式のような聞こえ方が

したんだけど、どっちなのかい。これは１戸

住宅ではだめなんだろう。

○吉川住宅課長 共同住宅ですから、アパー

トです。アパート形式でございます。

、 、 、○井手順雄委員長 じゃあ この予算の中で

その家賃の部分と新規の部分て、幾ら幾らあ

るんですか、これは分けたら。

○吉川住宅課長 新築の補助分については、

１戸当たり160万円の50戸ということで8,000

万円を予定しておりまして、残り１億600万

円余につきましては、家賃の減額補助という

ことになっております。

さっき申しましたように、現在、平成12年

から16年度までの間に438戸が整備されてお

。 。ります その分の家賃補助になっております

○井手順雄委員長 438戸の家賃分ですね。

○吉川住宅課長 はい。

○児玉文雄委員 そうすると、160万円の建

設補助はわかったけど、家賃は幾らぐらい補

助しているんだい、１人当たり。

○吉川住宅課長 家賃は１人当たり……これ

は非常に難しくて、言うなら民間並みの家賃

を――当然民間の施設でとられておると思う

んですが、公営住宅の補完をするという意味

で、言うなら入居者の方の収入に応じて家賃

の算定をしておりまして、例えば家賃が６万

円の場合、公営住宅並みにその人の収入に応

じて家賃を決定して、仮に４万円だとすれば

２万円が補助ということになります。それを

10年間管理していただくということで、毎年

管理報告が出てきますので、それでチェック

しております。

○児玉文雄委員 だから、それは入居者に対

しての補助になるわけだね。じゃないか、家

主さんに対してやっぱりするのか。
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○吉川住宅課長 入居者に対しての補助でご

ざいますが、それは管理次第といいますか、

不動産屋なり社会福祉施設あたりからまとめ

て要求がございます。

○児玉文雄委員 もう少しそこらあたり整理

した――それはもう新規ではないとするなら

ば、何か家賃が高いか安いかとか、それなら

公営住宅は幾ら取りよるのか我々もわからぬ

し、所得等の違いもあるだろうし、何かちょ

っとそこはわかりにくい説明だな。

○岩中伸司委員 そうだと、入居者は、具体

的な家賃の補助の金額についてはこれは知ら

ないですね、自分が幾ら補助を受けているの

かとかいうのは。

いわゆる、私は今ずっと聞いていたら、そ

の施設の管理者、これに補助がいくというこ

とですよね。どうですか。

○吉川住宅課長 施設管理の……

○岩中伸司委員 管理者にいくということで

すね。

○吉川住宅課長 そうです。

○岩中伸司委員 であれば、具体的に今説明

いただいた収入に応じた算定というのは、そ

の管理者があくまでも自分の範囲内でやるこ

とであって、入居者に直接利益につながる―

―本来ならそうならなきゃいかぬと思うんで

すが、そうはなっていないという……。

○吉川住宅課長 個人個人の収入について

は、言うなら事業主の方から調査をいたしま

して一連の書類として出てきますので、その

ときに、言うなら近傍家賃という言い方をし

ているんですけれども、民間家賃が、その施

設が幾らと、６万円なら６万円と、その人に

対しての収入はこうだから差額がこれだけ生

じますということで申請が出てまいります。

だから、個人の資産といいますか、個人の収

入については当然証明書がついてまいりま

す。

○岩中伸司委員 それはついてきても、管理

をするところでその補助を受けて、それがそ

の入居者に補助がいくと。まあ、満額いくと

いうことにはならぬということですね。

○吉川住宅課長 補助金は満額いくようにな

ると思います。ただ、徴収額が６万円の――

家賃としては、その事業主は、例えば６万円

のところを、県の補助が３万円あれば３万円

しか取りませんので、そういう報告はずっと

受けております。

○児玉文雄委員 だから、そこはちょっと今

までの説明を聞いていると、ちょっとおかし

いんだよ。個人ではないて言いよったのが、

今、その家賃に関しては、個人の補助をして

。 、あるから補助した分だけ差っ引くと だから

６万円が、３万円もらえば３万円になると。

そうすると、当初の説明からいくと、建設に

対して補助金を出すというような話だった。

そこらあたりをもう少しすると、それは利用

者もまだまだふえてくるし、利用者が多いか

。 。らもう建設課も打ち切ったんだろう どうね

それは制度としては、何かもう少しそれを利

用するならばいい制度のような気がするんだ

けどな。

○青木土木部次長 補足させていただきま

す。

この制度は、先ほど来住宅課長がるる説明

しておりますように、高齢者に優良な賃貸住

宅を供給するために、民間住宅に対して一定

の助成を行って、これを促していこうという
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仕組みでございます。

これには、ハード、それからソフト、両面

にわたりまして一定の基準を設けて、先ほど

御質問がございましたけれども、そういった

ところをチェックした上で認定し、一定の助

成を行うということでやっております。

今家賃のところが若干わかりにくかったか

と思いますけれども、これは入居者の収入に

応じまして、その方が負担できる負担額とい

うのを定めまして、それと民間の市場家賃と

の差額について助成を行うという仕組みで行

っております。

これは、事業者がそこまで家賃を下げると

きに、その事業者に対して県の方から補助金

を出すという形でやっておりまして、最終的

には入居者の負担が少なくて済むという仕組

みでございます。

○児玉文雄委員 だから、２本立てでやって

おりますと言えば、ある程度の理解がしやす

いんだよ。初めはそうじゃなかったんだよ、

説明は。るるじゃないんだよ。あんまりるる

じゃなくて、わかりにくい説明をしたからそ

ういうことになるわけだ。

○青木土木部次長 言葉足らずで大変失礼い

たしました。

これにつきましては、新規建設の際に、共

同施設整備費ということで一定の助成を行う

のと、16年度までにつきましては家賃補助を

あわせて行うという仕組みでやっておりまし

て、現在は、その家賃補助については、過去

に行った分について継続的に助成を行ってい

ると。また、新規については現在は行ってい

ないということでございます。

○児玉文雄委員 今からは入居者の補助はな

いわけだな。いや、いい制度だから、我々も

早う知っとるならつくるはずだった。

○岩中伸司委員 同じく住宅課にお尋ねをし

、 、たいんですが 公営住宅の位置づけでいけば

私は、従来から県営も市営も、やっぱり低家

賃というか、これで低所得者が利用できる住

居を確保するというのが基本にあるべきじゃ

ないかと思うんですが、最近はそういうこと

じゃなくて、非常に荒尾に建っている市営住

宅なんかを見れば、それはもちろん私の家よ

りかうんとよかばってんですね。住み心地の

環境ももちろんいいわけですが、私は、その

ことも求めないかぬけれども、今回も計画が

あるようですが、戸数をふやして、単価をも

っと下げて、あんまりそのような立派なやつ

をつくらぬでも、戸数をふやす公営住宅のあ

、 、り方というのが必要だと思うんですが 今回

ここに出されている――水俣で１億2,200万

円ですか、これが予算計上されているんです

が、どんな考え方でつくられるのか。何戸で

幾らなんですか。

○吉川住宅課長 水俣の月浦団地につきまし

ては、これは、水俣地域振興計画の一環とし

て、平成12年度に１期工事として27戸が建設

されております。今回、まあ今年度は用地取

得費ですが、23戸を第２期工事として今年度

用地取得、来年度から着工という運びになっ

ております。

ちなみに、建設費でございますが、これは

大体１戸当たり1,500万円程度になると考え

ております。

○児玉文雄委員 坪に直したら、１坪当たり

にすると大体――標準でいいから、１坪幾ら

ぐらいかかる。１坪で65万円ぐらいか70万円

ぐらいかかるど。1,500万円なら、坪を割り

ゃええじゃないか、すぐわかるじゃないか。

○井手順雄委員長 50万円ぐらいたい。(発

言する者あり)よかたい、それは調べて。
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○吉川住宅課長 はい。

○岩中伸司委員 これは県、市や町村が独自

にやるんじゃない、これは国の指導がやっぱ

りあったり、それが大きな流れとしてあると

思うんですが、今ちょっと聞いただけでも、

県営住宅で、これは１戸建てではないわけで

。 、 、すね 今度も23戸 平成12年度は27戸ですが

１戸当たり1,500万円かかるということでい

けば、私は本来の公営住宅の役割じゃないん

じゃないかと。もっと単価を下げるような形

で、住宅も、そんなに立派じゃなくて、低家

賃の住宅を確保すべきというふうに思うんで

すね。ところが、もう最近は全然違うような

流れですから、この辺はちょっとやっぱり国

にもきちっと物を申してもらいたいというよ

うなことで、これは要望しておきます。

○井手順雄委員長 ほかにありませんか。

○堤泰宏委員 この公営住宅、これは将来も

やっぱり建て続けていくといいますか、建て

かえ続けていくわけですか。もう途中でやめ

るとか。もう民間の住宅が今空き家が大変多

くて、民間の家主さんたちは困っとるわけで

。 、 、すよね 公営住宅は家賃が安いから そして

今話が出たように、結構設備もいいわけです

よね。民間ががらがらで、公営住宅は予算が

ないのに建て続けると。どんなふうにお考え

か、ちょっと説明をお願いします。

○吉川住宅課長 今後公営住宅を建設してい

くかどうかということでございますけれど

も、実は、昨年といいますか、ことしの３月

に、熊本県の住宅マスタープランを定めまし

て、さきの建設常任委員会で説明をさせてい

ただいたところでございます。

このマスタープランでいきますと、今後10

年間で、熊本県内の公営住宅の供給の目標量

というのを定めておりまして、17万5,000戸

を……

○堤泰宏委員 よかです、そのマスタープラ

ンを後でもらうとよかけんですね。

○井手順雄委員長 ほかにありませんか。

○森浩二委員 入札制度の改革についてちょ

っとお聞きします。

○井手順雄委員長 それはまた３番の報告事

項の中で……

○森浩二委員 いや、談合についてちょっと

聞こごたっとたい。

○井手順雄委員長 わかりました。

○森浩二委員 建設委員会は初めてですの

で、談合は何でいかぬのか、どういう法律に

触れるのかですね。まあ、私なんか、もう小

学校のとき、先生から話し合いで何でも決め

なさいというようなことで習ってきたわけな

んですよ。話し合いで決められぬて、法律は

何に触れるのかですね。

○井手順雄委員長 それは、その他の事項に

分類するというふうに思いますので、その他

のときにいいですか。

○森浩二委員 はい。

○岩中伸司委員 これは港湾課で、天草空港

の管理運営費が２億587万円ですが、この天

草空港の施設維持管理、運航支援等々に必要

だということですが、これは将来的にもどう

ですか。天草空港の展望と、こういう形で今

後ずっとまた――これは縮小されていきます

か、拡大ですか。
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○生喜港湾課長 天草空港の管理運営費でご

ざいますけれども、２億587万7,000円を計上

しておりますが、その内訳は、一応大きなも

のが航空機安全運航支援センターに委託をし

ておりまして、通常言います管制塔みたいな

感じで、それがかなり経費を、まあ１億円近

く食っております。あとは維持管理費が主で

6,000万円程度ということで、やはりこの程

度はかかるのかなという、維持管理としてで

すね。

○岩中伸司委員 そうしたら、この２億円程

、 。度は ずっとこれに必要だということですね

○生喜港湾課長 はい。

○井手順雄委員長 それでは、これで質疑を

終了いたします。

ただいまから、本委員会に付託されました

議案第１号及び議案第13号から議案第14号に

ついて一括して採決したいと思いますが、御

異議ありませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり)「

○井手順雄委員長 異議なしと認め、一括し

て採決を行います。

議案第１号外２件について、原案のとおり

可決または承認することに御異議ありません

か。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり)「

○井手順雄委員長 異議なしと認めます。よ

って、議案第１号外２件は、原案のとおり可

決または承認することと決定いたしました。

次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りいたします。

議事次第に記載事項について、閉会中も継

続審査とすることを議長に申し出ることにし

てよろしいでしょうか。

（ はい」と呼ぶ者あり)「

○井手順雄委員長 それでは、そのように取

り計らいます。

次に、その他に入ります。

執行部から報告の申し出が７件あっており

ます。

まず、報告について執行部の説明を求めた

後、質疑を受けたいと思います。

それでは、鷹尾監理課長から順次お願いい

たします。

○鷹尾監理課長 監理課の方から３件御報告

を予定いたしております。

まず、報告事項１ということで、行財政改

革の取り組み状況について報告をいたしま

す。

資料を２種類用意しておりますが、右上に

記載をしております建設常任委員会報告資料

と参考資料といたしまして総務常任委員会報

告資料がございます。参考資料の総務常任委

員会資料につきましては、県全体の取り組み

実績を記載しておりますので、後ほどごらん

をいただきたいと思います。

それでは、土木部における平成18年度行財

政改革の取り組みについてをごらんくださ

い。

、 、まず 行政改革の取り組みでございますが

出先機関の見直しといたしまして、産業開発

青年隊訓練所につきまして、廃止に向けて準

備を進めました。

次に、県行政の守備範囲の見直しといたし

まして、有明海自動車航送船事業について、

長崎県とともに経営健全化に向けた取り組み

の基本方針を定めるための検討を行い、平成

19年度から23年度を期間とする第３次経営健

全化計画を19年２月に策定をいたしました。

２ページをお開きください。

県出資団体等の見直しでございますが、ま

ず、熊本県土地開発公社につきましては、19

年３月31日付で解散をいたしました。また、

財団法人くまもと緑の財団につきましては、

緑化ボランティア支援など、基金事業を中心

とした財団運営を実施したところです。さら
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に、熊本県下水道公社につきましては、17年

、 、度末に解散をし 維持管理業務につきまして

18年４月から指定管理者により実施をしてお

ります。

次に、業務の効率化でございますが、公共

事業支援統合情報システムＣＡＬＳ／ＥＣに

ついて、電子入札・納品の運用を拡大いたし

ました。また、県営山の上団地利活用調査の

結果を踏まえ、民間参画の可能性について詳

細な調査検討を行い、利活用基本計画を策定

し、ＰＦＩ方式の検討を含めて事業の推進を

図ることを決定いたしました。

３ページをお開きください。

財政改革の取り組みについてでございま

す。

受益者負担の適正化として、県営住宅家賃

滞納者への早期回収の取り組みについて、法

的措置等の実施に努め、滞納額増加の防止に

向けた取り組みを実施したところでございま

す。

次に、特定目的基金の見直しでございます

が、幹線道路整備基金について、平成18年度

当初予算で８億6,600万円を取り崩し、単県

、 、幹線道路整備特別事業に加え 道路改築事業

補助事業に充当し、平成19年度当初予算編成

におきましても３億9,400万円を計上したと

ころでございます。

、 、次に 投資的経費の見直しといたしまして

土木部公共事業コスト構造改革アクションプ

ログラムに基づく取り組みを実施いたしまし

た。

４ページをお開きください。

特別会計の見直しでございますが、まず、

港湾整備事業特別会計につきましては、新た

な施設整備は極力抑制することとし、県債発

行を抑制するとともに、資本費平準化債等を

活用し、一般会計からの繰り出しを15億4,70

0万円縮減いたしました。

また、臨海工業用地造成事業特別会計につ

いて、熊本港臨海分譲用地に新たにリース制

度を導入し、３社に対して分譲地７区画の貸

付内定を行いました。

、 、さらに 流域下水道事業特別会計について

資本費平準化債を活用し、一般会計からの繰

り出しを１億1,600万円縮減いたしました。

、 、次に 意識改革の取り組みでございますが

県政への県民参加の促進といたしまして、ア

ドプトプログラムとしての河川、道路、公園

等の清掃美化など、ボランティア活動の取り

組みを拡大したところでございます。

以上が土木部におきます平成18年度の行財

政改革の取り組みでございます。

平成19年度の行財政改革の取り組みにつき

ましては、引き続き行財政改革基本方針及び

実施計画に基づきまして進めていくこととし

、 。ておりますので よろしくお願いいたします

続きまして、報告事項２、中小企業振興基

本条例に係る取り組みについて御報告を申し

上げます。

さきの２月議会において成立しました中小

企業振興基本条例につきまして、商工観光労

働部が窓口になっておりますが、全庁的に関

係する事柄であるということで、当委員会に

おいても報告をさせていただくものでござい

ます。

資料をお開きください。１ページから２ペ

ージにかけて条例の本文、それから、３ペー

ジに条例の体系を図示いたしております。説

明の方については省略をさせていただきま

す。

５ページをお開きください。

中小企業振興条例への取り組みについてで

ございます。

まず、全庁的な推進体制ということで、中

小企業の振興につきましては商工観光労働部

が所管をしておりますので、全庁の調整、取

りまとめを行うこととなっております。

全庁的な推進体制といたしましては、政策

部長会議、政策調整会議で総合調整を図りな

がら施策の推進を図ることといたしておりま
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す。

６ページをお願いいたします。

取り組みの内容でございますが、商工観光

労働部におきまして、まず各部局の分を含め

中小企業振興施策を取りまとめ、熊本県中小

企業振興の主要施策として、次の参考資料１

として８ページ以下に添付しておりますが、

これを毎年度作成いたしまして、議会に報告

をするとともに県民に公表をしてまいりま

す。

次に、庁内の周知についてでございますけ

れども、これも、毎年度当初、県の発注する

工事、物品、役務の調達について留意事項を

、 。通知し 周知を図ることといたしております

本年度分は、参考資料25ページに記載をいた

しております。

それから、３番目、国等への中小企業関連

施策の改善要請について、施策提言の中で強

く訴えてまいるほか、最後に、中小企業、県

民への周知・啓発につきまして、仮称ではご

ざいますけれども、中小企業セミナーの実施

をするほか、昨年から開始しました新事業支

援調達制度の周知など、さまざまな機会に周

知を図っていきたいと思っております。

最後に、これらの取り組み状況につきまし

ては、随時御報告をさせていただきながら、

県議会の御意見をいただき進めていくことと

いたしております。

以上でございます。

監理課分の最後といたしまして、熊本県公

共調達改革基本方針の概要について御説明を

申し上げます。

これは、昨年12月、全国知事会の指針を受

けまして、本県でも入札契約制度の改革に関

する基本方針を定めたものでございます。

まず、基本的な考え方といたしまして、入

札契約制度の改革は、談合防止、透明性、競

争性の高い公共調達の実現を図る上で喫緊の

課題であること、それから、全国知事会が策

定をいたしました指針を踏まえ、地域産業の

育成ですとか、建設業の健全な発展にも十分

配慮しながら、公共調達の改革に取り組むと

いう内容でございます。

２番目、談合を防止する入札制度の改革に

つきましては、(1)から裏面(9)まで、９項目

記載をいたしております。

まず、一般競争入札の拡大でございますけ

れども、条件つき一般競争入札を今年７月か

ら4,000万円以上の工事に拡大をいたしまし

て、その後は、拡大に伴う課題を検証しなが

ら、知事会の指針に沿って取り組むこととし

ております。

不良不適格業者の排除につきましては、工

事施工実績や配置予定技術者など、施工経験

を競争参加資格として設定をするとともに、

入札ボンドの導入につきまして、他の発注機

関の動向を踏まえながら検討してまいりたい

と思っております。

、 、品質確保につきましては これまでどおり

低入札価格調査制度ですとか、最低制限価格

制度を適用するとともに、低入札価格調査制

度につきましては、より厳格な運用、また最

低制限価格の算定方法等について検討を行

い、19年度中に見直ししてまいりたいと考え

ております。

総合評価方式につきましては、今後とも試

行を拡大いたしますほか、評価項目の標準化

ですとか、審査手続の簡略化について検討し

てまいることとしております。

電子入札の拡大につきましては、平成20年

度から、すべての建設工事及び業務委託につ

きまして電子入札を実施することとしており

ます。

情報公開の推進でございますが、県民によ

りわかりやすい方法で関係情報を公開します

ほか、入札結果につきましては、平成20年度

からインターネットで公開していくというこ

とでございます。

裏面でございます。

(5)番目、議会等の関与ということで、本
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年の19年７月から、議会に付すべき案件、予

定価格５億円以上の入札の経過及び入札結果

の情報を提供してまいりたいと考えておりま

す。

ペナルティーの強化でございますけれど

も、これは19年10月から、談合等に係る指名

停止期間、それから違約金の金額をそれぞれ

記載のとおり引き上げていく、それから、あ

わせて県に寄せられた談合情報につきまし

て、すべて警察に提供していくということに

しております。

(7)番目、地域産業の育成と公正な競争の

確保ということでございますけれども、条件

つき一般競争入札に当たりまして、県内業者

で施工可能なものにつきましては県内業者に

限ることを要件として設定をしていきますほ

か、工事の種類、地域における業者の数を考

慮しつつ、応札可能業者が20ないし30以上と

なりますよう、業者の地域要件でございます

とか、格付等級を設定していくこととしてお

ります。

業務委託につきましては、19年度に条件つ

き一般競争入札やプロポーザル方式など、業

務委託にふさわしい入札のあり方について検

討してまいりたいと考えております。

入札事務の適正化でございますが、これは

19年７月から、入札監視委員会に談合情報に

ついて審議する機能を付与してまいりたいと

いうふうに思っております。

大きな３番目として、建設業界における法

、 、令遵守の徹底ということで 業界団体に対し

いろんな機会をとらえて、より一層今後とも

働きかけていきます。

また、４番目、建設業の構造改善として、

業界に対しての改善や技術力、経営力の向上

に向けた取り組みに対する支援の強化をさら

に図っていきたいと考えております。

概要については以上でございます。

○松永河川課長 河川課でございます。報告

事項の４番でございます。

球磨川水系河川整備基本方針についてとい

、 。うことで 資料に基づいて御説明いたします

まず、経緯ですが、国土交通省が、河川法

に基づきまして球磨川水系におきます基本方

針、それから整備計画を策定し、その後必要

に応じて川辺川ダムの基本計画を変更すると

いう意向を表明しております。

米印で書いておりますが、河川整備基本方

針とは、長期的な河川整備の基本的方針を定

めるもの、それから、河川整備計画というの

は、基本方針に基づきまして、おおむね20年

から30年間の河川整備の具体的な内容を定め

るものというものでございまして、その流れ

につきましては３ページの方に資料をつけて

ございます。

３ページの上段が河川整備基本方針でござ

いまして、内容につきましては、先ほど御説

明いたしました長期的な河川整備の基本的方

針、策定者は、１級河川球磨川の場合は国土

交通大臣となります。

それから、手続につきましては、河川整備

基本方針案、これを国土交通省が策定いたし

まして、社会資本整備審議会で意見を聞くと

いう格好になっております。

社会資本整備審議会の内容が右側につけて

ございますが、審議会の下に分科会がござい

ます。分科会の下に検討小委員会がございま

して、知事がこの検討小委員会に出席して審

議に参加してございます。

審議内容の主なものといたしましては、②

に書いてございますが、②の(1)基本高水並

びにその河道及び洪水調節施設への配分に関

する事項というものが定められております。

その基本方針に基づきまして、そのページ

の下の方になりますが、河川整備計画という

ものを策定してまいります。

内容につきましては、先ほど言いましたよ

うに、20年から30年後の具体的な河川整備の

目標ということになります。
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策定者につきましては、河川管理者という

ことで、球磨川のうち県管理区間につきまし

ては知事が策定しますし、直轄区間、これに

つきましては国、地方整備局が策定すること

になります。

その手続ですが、まず策定者が原案をつく

りまして、必要に応じて学識経験者、それか

ら、住民意見の反映を得まして整備計画の案

を地方公共団体の長、川辺川ダム等につきま

しては知事の意見を聞くというような手続に

なってまいります。

一応、先日の新聞にも出ておりましたが、

発電が川辺川ダムから撤退するということに

なりましたので、その後の川辺川ダム基本計

画、特定多目的ダム法に基づく基本計画の変

更というのが、今後変更が出てこようかと思

います。

また１ページに戻っていただきまして、丸

の２番目でございます。

平成18年４月から、基本方針策定に向けた

検討小委員会が開催されまして、知事が出席

してまいりました。１年間に11回にわたって

審議を重ねまして、取りまとめが終わりまし

て、ことしの５月11日に国土交通大臣により

まして方針が策定されたものでございます。

主な内容につきましては、下の表に書いて

ございます。

人吉地区で申しますと、基本高水が7,000

トン、計画高水4,000トン、洪水調節3,000ト

ンということで、その審議内容は４ページの

方に書いてございます。４ページの方は省略

させていただきます。審議経過ということで

書いております。

それから、丸の３つ目でございます。

知事が検討小委員会に出まして、球磨川水

系の治水のあり方をめぐって、県民の間の意

見の一致が見られないという本県の実情を踏

まえると、基本方針の内容等について、国土

交通省に対して県民への説明責任を果たすよ

う要請をしております。また、検討小委員会

としても、同様の説明責任を国へ要請されて

おります。

そのようなことから、国土交通省は、現在

報告会を開催しておりまして、流域市町村に

おいて開催しております。流域以外での報告

会も予定されております。また、県も、市房

ダムに関する説明責任を果たすということで

報告会に同席をしております。

一番最後の今後の取り組みでございます

が、整備計画を策定する段階ということにな

ってまいりますが、県としては、まずは報告

会の状況、県民の受けとめ方を見きわめてい

くという状況でございます。

以上でございます。

○生喜港湾課長 港湾課でございます。報告

事項５について御説明いたします。

平成18年度に実施いたしました水俣湾環境

対策基本方針に基づく水俣湾の水質及び魚類

等の水銀調査結果並びに水俣湾埋立地の点

検・調査結果について御報告いたします。

水質、底質、地下水及び魚類の調査は水環

境課が、埋立地の点検、調査は港湾課が実施

しております。今回は全体の結果について報

告いたします。

まず、１の水俣湾の水質、魚類等の水銀調

査結果についてでございますが、資料２ペー

ジをごらんください。

調査内容は、水質、底質、地下水、魚類及

び動物プランクトンの５項目について、総水

銀を中心に実施しております。

４ページに調査の位置図を示しておりま

す。

水質については、港湾２地点で年４回、底

質については、港湾３地点で年１回、地下水

については、埋立地周辺の２地点で年２回調

査しまして、魚類及び動物プランクトンにつ

いては湾内において採取しております。

調査の結果、水質及び地質とも、全地点に

おいて総水銀は検出されていませんでした。
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また、底質の総水銀につきましては、３地点

とも水銀を含む底質の暫定除去基準値であり

ます25ppmを下回っておりました。また、魚

類につきましては、すべて暫定的規制値を下

回っております。水銀の影響が確認できる動

物プランクトンについても、大きな変動はあ

りませんでした。

次に、５ページ、水俣湾埋立地の点検・調

査結果について御報告いたします。

この点検、調査は、水俣港埋立地管理補修

マニュアルに基づきまして平成14年から毎年

実施しておりまして、平成18年度は12月上旬

から３月下旬にかけて実施しております。な

お、平成18年度は、５年ごとの２次点検の年

に当たっております。

調査内容でございます。

埋立護岸の前面の水質環境調査及び埋立地

内の地盤調査及び構造物の変状調査の３項目

を実施しております。

３番目の構造物の変状調査におきまして、

例年の調査内容に加えて２次点検の項目とし

まして、水中部の目視調査、鋼材の肉厚調査

及び電気防食の陽極調査をふやして調査して

おります。

①の水質環境調査の位置について、次の７

ページの航空写真で説明いたします。

この中に白い丸印で示しておりますのが調

査の採水位置でございます。埋立護岸の前面

で、６地点の海水中の水銀濃度や、これとあ

わせて塩分濃度やpH等についても調査を行い

ました。

今回の水銀環境調査の結果では、護岸前面

の海水中からの水銀は検出されておりませ

ん。また、その他の水質状況についても異常

値は検出されておりません。

次に、②の埋立地地盤調査です。

資料の航空写真で赤く着色しているエリア

内で地盤の標高を測量し、過年度の測定値と

比較して地盤の変動状況を観察しておりま

す。

この結果、地盤の異常な沈下、陥没は見ら

れませんでしたので、水銀を含む埋立土砂の

流出は生じていないと判断しております。

次に、③構造物変状調査ですが、同じく写

真で青い線で示した部分の埋立地を囲んでい

る外周施設及び百間、明神、汐見の排水路を

対象に、変位の観測及び目視による劣化、損

傷の変状調査を行っております。また、各施

設の鋼材部分について、腐食状況の調査を行

っております。

このうち、構造物の劣化、変位、損傷など

の調査結果について、各施設とも構造物の安

定に影響し、水銀を含む土砂の流出につなが

る有害な変状は確認されませんでした。

、 、また 鋼材の腐食状況調査につきましては

電気防食の電位測定において、全測点で良好

な防食状態を維持することを確認しておりま

す。塗覆装防食工の目視調査の結果につきま

しては、一部でひび割れ、剥離、塗覆装カバ

ーが脱落しているのを確認しましたが、電気

防食の効果が働いているため、剥離箇所にさ

びの発生はありませんでした。

また、５年ごとに行う２次点検項目の結果

や水中部の目視調査では、護岸前面の捨て石

部や海底地盤に有害な変状や洗掘、堆積はあ

りませんでした。

鋼材の肉厚測定では、水銀を含む土砂の流

出防止にかかわる施設の腐食速度が、電気防

食の効果で非常に小さい値となっていること

が確認されました。

電気防食の陽極調査では、30年型の陽極を

使用し、設置から20年から23年経過している

にもかかわらず、残寿命の算定結果は平均で

27年になりました。想定よりも腐食環境が良

好であるため、陽極が長寿命化しており、陽

極の交換時期を先に延ばすことが可能でござ

います。

今後も、計画的に必要な補修や陽極の交換

等を行っていくとともに、構造物劣化の進行

状況に特に注意し点検、調査を行い、永続的
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に施設を良好な状態で管理してまいります。

以上、18年度に実施しました点検・調査結

果について報告いたします。

○山本都市計画課長 それでは、報告事項６

と報告事項７を続けて都市計画課の方から説

明をいたします。

まず、報告事項６でございますが、大規模

集客施設の立地規制と広域調整。

大規模集客施設とは、床面積が１万平米を

、 。超える店舗 劇場等の集客施設でございます

まず１番目としまして、これまでの流れで

ございますが、昨年度、まちづくり３法の見

直しがございました。２つ目としまして、中

心市街地活性化法は、空洞化を防止し、まち

づくりの支援を強化する、いわゆるアクセル

となります。３点目は、都市計画法は、大規

模集客施設の郊外立地の規制を強化するもの

で、ブレーキになります。それから、４点目

でございますが、都市計画の手続の際、関係

市町村の意見を聴取する、いわゆる広域調整

が法定化をされました。

２番目としまして、改正後の立地規制策と

いうことで図にしてあらわしております。

この表の見方でございますが、まず、横軸

の方が、都市計画の区域内という大きい欄、

それと区域外、いわゆる都市計画区域が張っ

てないところというふうに分けております。

都市計画の区域内につきましては、熊本都

市計画区域内に線引きがあるところ、市街化

区域と、それと、１つ飛びますけれども、市

街化調整区域がございます。それと、それ以

外の都市計画区域には、線引きがしてないと

ころで用途地域が張ってあるところと、その

隣が張ってないところを白地地域と言います

が、この２つがございます。

それから、縦軸の方ですけれども、大規模

集客施設の床面積１万平米を超えるところと

１万平米を超えないところというふうに分け

、 。て その中で規制の概要を説明しております

まず、市街化区域の中には、１万平米を超

えるものについては立地が限定をされます。

これは用途地域の３地域についてだけ立地が

できるというふうなことになります。それか

ら、白地地域につきましては立地ができませ

ん。規制がされます。それから、市街化調整

区域についても立地が規制をされまして、で

。 、 、きません それから 区域外につきましては

一応立地ができるんですけれども、これを規

制する方法としまして、準都市計画区域をか

けることができます。これは県の方でかける

ことができまして、この中に用途等を張るこ

、 。とができまして 規制をすることができます

それから、広域調整ですけれども、１万平

米の中に書いていますけれども、ここに規制

がされましたところに立地をするというとき

に、市町村の方から同意協議が県の方に上が

ってまいります。この中で、意見聴取等を関

係市町村から行い、同意、不同意の回答をす

るということになります。それから、１万平

米以下につきましては、市街化区域につきま

しては建設することができますけれども、こ

こも規制する方法としましては、特定用途の

制限をかけることによって規制をすることが

できます。それから、白地地域についても同

じでございます。それから、市街化調整区域

については、立地規制ということで建てるこ

とができません。それから、区域外について

も、１万平米以下については建設が可能でご

ざいますが、先ほどと同じように、準都市計

画区域をかけるということで規制ができるよ

うになります。

続きまして、裏面の２ページをお願いいた

します。

それでは、大規模集客施設の広域調整をす

るときの、どういうふうな方向でやるのかと

いうのをここに書いております。

概要でございますが、広範囲に影響を与え

る大規模集客施設に対し、立地規制を解除す

る都市計画の決定、変更を行う場合に、県が
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関係市町村の意見聴取を行う、都市計画上の

影響を予測し、立地評価を考慮しながら適正

立地を図っていくということで、２番目とし

まして、立地評価の項目を書いております。

大きくは２つに分かれます。まず、表の左

側の方が都市構造の観点からの評価、この中

で１番から６番まで、公共交通でのアクセス

性だとか、環境への負荷、それから都市機能

の集積等、こういう６項目について評価を行

います。

それから、２番目としまして、土地利用の

外部性からの評価ということで、１番目、主

要な道路における渋滞、交通安全への影響、

それから、２番目としまして、自然環境への

影響と、３番目、騒音、悪臭、光害等による

影響等、こういう評価項目で立地評価を行っ

てまいります。

それから、３番目、手続でございますが、

立地市町村から評価項目を含む都市計画案の

説明を求め、関係市町村の意見を参考にしま

して、県都市計画審議会への諮問、答申を経

て同意、不同意を回答いたします。

４番目としまして、広域調整の視点と留意

点でございますが、１番目、広域の見地から

調整を図る、それから、２番目としまして、

都市計画との整合性を図る、３番目としまし

て、需給調整や既得権擁護等の商業調整の手

段としないというふうにしております。

３ページ目は、大規模集客施設立地のフロ

ー図でございます。

それから、４ページ目が、今回の広域調整

に関する方針案のフロー図をここに掲げてお

ります。

それから、５ページが、先ほど話をいたし

ました都市計画区域内の用途が張ってあると

ころの説明図でございます。

色分けしておりまして、一番左側が用途地

域を入れております。それから、改正前と改

正後ということで、ちょうど真ん中辺に第２

種住居地域から準住居地域に６用途地域、こ

れが、改正前は制限がなしということが、右

側の方の改正後になりますと、第２種住居か

ら準住居、工業地域、ここは１万平米を超え

るものについては立地が不可ということにな

。 、 、ります その下に 制限なしというところで

近隣商業地域と商業地域、準工業地域、この

３つだけが建てられることになります。あと

市街化調整区域、それから、最下段でござい

ますけれども、非線引きの都市計画区域、白

地地域、こういうところは原則不可というこ

とになります。

以上で報告事項６の説明を終わります。

あと、続きまして報告事項の７番目、景観

条例の改正(案)と景観計画の(案)についての

概要について御説明をいたします。

Ａ３版の開きになっております概要版で説

明をいたします。

まず１つ目、景観行政の経緯と条例改正等

の理由でございます。

昭和48年に美しいくまもとづくりの提唱を

掲げまして、昭和62年10月に景観条例の施行

を県の方でやっております。国の方で平成17

年６月に景観法が施行されたことに伴い、今

回、熊本県の方でも、景観法の体系への移行

に伴う条例の改正及び景観計画の策定をする

ものでございます。

まず、景観法体系への移行理由でございま

す。

１番目としまして、市町村主体の景観行政

への移行を促進すると、今後、市町村の景観

行政団体への移行を促進して、市町村が景観

行政で主体的な役割を担っていくことを期待

いたしたいと。

それから、２つ目としまして、地域特性を

生かした景観の保全と創造の取り組みを強化

したいということで、著しい影響を与えるお

それのある行為等についての変更命令を制度

化するということで、景観の保全と創造の取

り組みを強化してまいります。

、 。２番目は 条例改正等の概要でございます



- 34 -

熊本県の場合は、先行して景観条例をやっ

ておりましたので、ほとんどの流れについて

は前回のものを踏襲いたしております。大き

くは民間部門と公共部門に分かれます。

民間部門の方で３つございます。景観の形

成地区、これは、１番目としまして、対象地

域として熊本空港周辺以下６地域を定めてお

ります。それから、２つ目が、特定施設届出

地区、これは景観形成を図る必要があると認

められる幹線道路の沿道の区域、対象地域と

しまして35地区を告示しております。それか

ら、最下段の大規模行為、これは県下全域を

対象にしております。

それから、右側の方の公共部門でございま

、 、すが 公共事業等景観形成指針ということで

県下で公共事業を実施する場合については、

こういういろいろな業種につきまして景観の

形成指針を決めております。

それから、中ほどで移行ということで下に

矢印を書いておりますが、改正後こういう届

け出制度はそのまま、あと景観計画をつくり

まして、変更点ということで大きな枠組みに

なっております。一応、視点が４つございま

、 。して ２つが今回新しいところでございます

まず、１点目が、県土の景観形成に関する基

本方針にＵＤの視点を盛り込みますと。それ

から、２つ目は、形成指針は変更をしません

と。それから、３つ目も、届け出対象地域、

景観形成基準は基本的には変わらないという

ことです。それから、４つ目が、変更命令の

対象となる行為は新たに条例に規定しますと

いうことで、工作物の新築、増築、こういう

ところで色彩の変更等について新たな対象と

なる行為を設定しますということです。

最後に、今後のスケジュールでございます

が、９月の県議会の方に条例改正議案を提案

したいというふうなことで思っております。

以上でございます。

○井手順雄委員長 報告が終了しました。

引き続き、質疑を行いたいと思いますが、

よろしいでしょうか、皆さん。もう昼休みに

なっておりますけれども。

（ はい」と呼ぶ者あり)「

○井手順雄委員長 それでは、質疑を受けた

いと思います。質疑はありませんか。

○堤泰宏委員 その他でいいですか。

○井手順雄委員長 その他でも、この報告事

項でも、何でも結構でございます。

○堤泰宏委員 今、熊日に――私は阿蘇郡な

ものだけん、ちょっとお尋ねしとかにゃいか

ぬし、森林管理局の談合事件が連日載ってい

ますね。新聞読んでいますか。

それで、恐らく県の入札に参加をしている

業者とほとんど重なっとると思うんですよ

ね。余りにもひどい実態を今私も新聞で知り

ましたし、まあ県民、郡民も知っとるわけで

ありますが、そういう業者の名前とか、そう

いうことは十分掌握をされているとは思いま

す。

森林管理局とか緑資源ではああいう不正行

為をして、県関係では一切不正行為をしない

ということはないと思うんですよね。いっち

ょでん悪こつすればほかでもしとるはずです

。 、から 内容をしっかり把握をしていただいて

今までも非常に不満が聞こえとったんです

ね。特定の、けんかの強い人が頭になって、

公共事業を全部その人が采配をすると。その

人の言うことを聞かぬと仕事はめぐってこぬ

と。

、 、まあ うわさは流れておりましたけれども

証拠がなかなかなかったわけでありますが、

私は、熊日の記事はあれは間違いじゃないと

思いますので、そういう阿蘇郡の今の報道の

業者の方たちのことをちょっと調べていただ

いて、私にぜひ教えていただきたいと思いま

す。
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以上です。

○井手順雄委員長 これは要望ということで

……。

○堤泰宏委員 ええ。

○井手順雄委員長 じゃあ、よろしくお願い

します。

先ほど森委員の質問について、監理課長、

どうぞ。

○鷹尾監理課長 談合を犯罪とする法令上の

根拠を教えてほしいというお尋ねであったろ

、 、うかと思いますが 関係法令といたしまして

まず刑法第96条の３第２項に談合罪の規定が

ございます。条文は「公正な価格を害し又は

不正な利益を得る目的で、談合した者 「２」

年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処す

る 」という規定が１点ございます。。

それから、もう一つは、いわゆる独占禁止

法による事業者の事業活動に対する規制がご

ざいますが、これは独占禁止法の第３条「事

業者は、私的独占又は不当な取引制限をして

。」 。 、はならない という規定が１つ それから

同じく８条に「事業者団体は、次の各号の一

に該当する行為をしてはならない 」という。

ことで、１号から５号までございますが、取

引分野における競争の実質的な制限であると

か、その他もろもろ不正な取引方法に関する

制約、事業者及び事業者団体に規制がかけら

れているところでございます。

以上でございます。

○森浩二委員 よく談合情報が来るでしょ

う。県は、どの程度になって延期とか、何か

そぎゃん基準はあるんですか。

○鷹尾監理課長 談合情報につきましては、

県の方で、情報が寄せられた場合の対応組織

を部内に設けて、それぞれ対処することとし

ておるところでございます。談合情報の処理

要領を設けております。

まず、談合情報が寄せられました場合に、

その談合情報の確認がまず必要でございま

す。談合を疑うに足る事実があるのかどうか

ということをまず入り口で整理をした後、内

部での調査といいますか、確認、調査に入っ

ていくということで、関係の機関、それぞれ

公正入札調査委員会を設置いたしまして、そ

の中で信憑性等について審議を行う。あわせ

て関係事業所からの事情聴取でございますと

か、必要があれば誓約書の提出、工事内訳報

告書の提出を含め、談合がないということで

あれば、そのまま入札を実施いたしますけれ

ども、必要に応じて公正取引委員会への通知

等についても行っているところでございま

す。

○井手順雄委員長 いいですか。

ほかにありませんか。

○渡辺利男委員 この公共調達改革基本方針

ですけれども、まず１つ目が、4,000万円以

上の工事へ拡大し、その後は拡大に伴う課題

等を検証しながら全国知事会の指針に沿って

、 、取り組むと書いてありますけれども これは

将来はやっぱり全国知事会1,000万円以上と

なっていますから、それにしていくというこ

となんですか。

○渡邊土木部長 ここに書いてあるのは、２

月の議会で知事が答弁したことでございまし

て、ここに書いてあるとおり、私どもは、ま

ず７月に4,000万円に拡大して――いろんな

問題が出てくるか思います。そういった問題

にいろいろ対応しながら、知事会の指針に沿

って取り組むということでございます。

○渡辺利男委員 全国知事会の副会長ですけ



- 36 -

れども、でしょう、うちの知事さんは。

○渡邊土木部長 はい、そうです。

○渡辺利男委員 ぜひ、全国知事会で決めた

ことに、熊本県も近づけていただきたいと思

います。

それから、次のページの地域産業の育成と

公正な競争の確保という部分ですが、県内業

者で施工が可能なものについては県内業者に

限ることを要件として設定するとなっており

ます。県内業者の育成という意味から、ああ

いう条例からしても、こういうのも大事な要

素ではありますけれども、しかし、結局長い

目で見ると、県内の業者の競争力を弱めると

いうことになりはしないのかなというふうに

、 。思いますが その点についてはいかがですか

○井手順雄委員長 部長でいいですか。渡邊

部長。

○渡辺利男委員 だれでもいいですよ。

○渡邊土木部長 この要件、これはもう読ん

で――県内業者でできるものは県内業者と、

県内業者の育成というのを、これも非常に大

事な部分だというふうに認識しておりますの

で。

、 、 、それともう１つ この意味というのは 今

これは渡辺委員のあれと一緒かと思います

が、県内業者と県外業者、これを一緒に我々

はしませんよということをここでは述べてお

ります。それが長い目で見たときにどうなる

かということにつきましては、この県内業者

の中で技術力をどんどん高めていくと。そう

いう我々は指導もしていくし、業者の考え方

も、そういう考え方に基づいて、業界内でも

自分たちの力をずっとつけていかれるという

ふうに認識をいたしております。

○渡辺利男委員 今の答弁を踏まえて、それ

では次の行の地域要件というのはどういうこ

となんですか。入札に参加できる業者の地域

要件や格付等級を設定する、地域要件という

のはどういうふうな……。

○鷹尾監理課長 知事会の原則で、まあ基本

的には一般競争入札ということになります

と、発注機関、熊本県全域を対象として実施

をするということになろうかと思いますけれ

ども、地域産業へ大きな影響を与える、競争

が激化をして、特定の地域から建設業の方が

非常に疲弊をするということになると混乱を

起こすということもございます。

そこで、知事会の指針におきましては、そ

ういう地域産業への影響も十分配慮するとい

う観点から、公正な競争を確保するため、大

体応札可能業者が20者ないし30者以上となる

ような地域要件については、そういう事情が

あれば設定をしてもいいというような考え方

を示しておるものでございます。

○渡辺利男委員 今、緑資源なんかあるいは

森林管理局の治山事業等でも、阿蘇郡内の業

者で談合しているというふうな状況が新聞に

載っていますけれども、やっぱり地域が限ら

れてくると、大体業者はほとんどが顔見知り

ですたいね。県内いっぱいになると、知らぬ

人もおるから、そういうことはできないだろ

うし、あるいは、今部長が言われたように、

県内業者であっても競争力を高めていくとい

う視点からすると、やはり県内いっぱいでや

った方が競争率は高まるんじゃないかなと思

、 、いますけれども そういう地域性を絞ったら

顔なじみの業者ばっかりでやっていくという

ことについては、談合の温床になりゃしない

かという懸念についてはいかがですか。

○鷹尾監理課長 今回の知事会の指針は、も

ちろん競争力を高めるということと、あわせ
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て官製談合が全国的に起きたと、これがその

指名競争入札にあるというようなところか

ら、指名競争入札を実施することについては

なかなか難しい環境になってきたということ

で、一つは、その指名競争入札から一般競争

入札へ転換をするということが大きな一歩で

はないかというふうに思っておるところでご

ざいます。

地域要件の設定の仕方次第で競争力が高ま

らないのではないかという御指摘もございま

すけれども、応札可能業者が20ないし30いる

ということで、これまでの指名競争入札より

ははるかに高い競争環境は実現できるものと

考えております。

、 、○渡辺利男委員 大体 地域要件というのは

どれくらいの幅を考えておられますか。

○鷹尾監理課長 今回対象となります工事に

ついてでございますけれども、土木一式工事

の特ＡとＡのランク、それから、建築工事の

Ａ１、Ａ２、Ｂのランク等が対象になってま

いります。あと電気、舗装、管、それから、

専門工事等がございますけれども、基本的に

は、土木Ａのランクの工事、対象金額として

4,000万円から１億円の工事でございますけ

れども、この部分につきまして、各地域振興

局または土木事務所を単位とする地域要件を

設定してまいりたいと考えております。

○井手順雄委員長 いいですか。

○渡辺利男委員 金額によって違ってくる。

○鷹尾監理課長 それ以外の工事について

は、基本的に県内一円で実施をしていきたい

と。土木Ａについては、各地域振興局単位と

する地域要件を設定し、それ以外の工事につ

いては、県内一円を対象にしてまいりたいと

考えております。

○渡辺利男委員 じゃあ、最後に１つだけ。

緑資源のあの構造については、まああそこ

だけではないなというのは国民みんな大体感

じとると思うんですけれども、言われたくな

いでしょうけれども、県の土木の退職者、Ｏ

Ｂの皆さんも県内の関連する事業に相当再就

職をしておられますけれども、再就職をされ

たところと、そういう県のＯＢがいない業者

と、どうですか、県の公共事業の取得率とい

いますか、それは調査をしてほしいんですけ

れども。大体、やっぱりＯＢが行っていると

ころの方が圧倒的に多いんじゃないですか。

○井手順雄委員長 土木部長、明確にお願い

します。

○渡邊土木部長 それはありません。

これは１回うちの方でも調査していますの

で、また出しますけれども、そういう今まで

指名競争――委託は指名競争入札をやってい

ますけれども、そういう判断をしておりませ

んので、そういう結果、バランス的なもの、

ＯＢが行っているところが多いというような

結果はございません。

○渡辺利男委員 調査されたわけですか、そ

もそも。

○渡邊土木部長 しています、たしか。(発

言する者あり)済みません、それなら……

○渡辺利男委員 調査していない。していな

いけれども、そういうことはないと。

○渡邊土木部長 はい。指名基準がそういう

基準で我々選んでいませんので、指名のとき

ですね。

○渡辺利男委員 結果論はどうなんだという
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ことを聞いているわけで、そういうことはあ

ってないはずだという思いと結果は随分違う

かもしれぬしですね。

○渡邊土木部長 わかりました。調べます。

調べてちゃんと報告します。

○井手順雄委員長 お願いします。

ほかにありませんか。

（ はい」と呼ぶ者あり)「

○井手順雄委員長 なければ、これでその他

報告事項に対する質疑を終了いたします。

以上で本日の議題はすべて終了しました。

最後に、要望書が２件提出されております

ので、参考としてお手元に写しを配付してお

ります。

それでは、これをもちまして第２回建設常

任委員会を閉会します。ありがとうございま

した。

午後０時28分閉会

熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する

建設常任委員会委員長


